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厚生常任委員会 

 

 平成２３年２月１７日午前９時００分から第１会議室で開かれた。 

 

１．出席委員 

    ◎辻  善次      ○小林  誠     宮﨑 和彦 

     吉野 俊明       飯髙 昭二     里川宜志子 

中西 議長 

 

２．理事者出席者 

    町     長  小城 利重    副 町 長  池田 善  

    総 務 部 長  清水 建也    福 祉 課 長  佐藤 滋生 

    福 祉 課 参 事  清水 修一    同 課 長 補 佐         中原  潤 

    国保医療課長  巻 昭男    国保医療課参事  寺田 良信 

    同 課 長 補 佐         猪川 恭弘    環境対策課長         栗本 公生 

    同 課 長 補 佐         峯川 敏明    住 民 課 長  清水 昭雄 

    健康対策課長  西梶 浩司    同 課 長 補 佐         増井つゆ子     

   

３．会議の書記 

    議会事務局長         藤原 伸宏    同   係   長         安藤 容子 

 

４．審査事項 

    別紙の通り 
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 開会（午前９時００分） 

 署名委員 吉野委員、飯髙委員 

 

おはようございます。 

それでは、厚生常任委員会を開会し、本日の会議を開きます。 

町長の挨拶をお受けいたします。 小城町長。 

 

  （ 町長挨拶 ） 

 

最初に、本委員会の会議録署名委員を私より指名いたします。 

署名委員には、吉野委員、飯髙委員のお二人を指名いたします。お二人に

はよろしくお願いいたします。 

 本日予定しております審査案件は、お手元に配布しておりますとおりでご

ざいます。 

はじめに１．継続審査案件であります（１）環境保全及びごみ減量化・資

源化の推進に関することについてを議題といたします。また、３．各課報告

事項の（９）斑鳩町バイオマス利活用推進協議会設置要綱についても、関連

する事項ですので併せて説明をいただきたいと思います。 

それでは、理事者の報告を求めます。  栗本環境対策課長。 

 

 それでは、継続審査であります環境保全及びごみ減量化・資源化の推進に

関することにつきまして、ご説明をさせていただきます｡ 

 今回につきましては、１点目として、斑鳩町一般廃棄物処理基本計画（案）

について、２点目として、可燃ごみ委託処理の進捗状況について、３点目と

して、平成２３年度生ごみ分別収集モデル事業について、そして４点目とし

て、バイオマス利活用推進協議会の設置について、の４点につきまして、ご

説明・ご報告をさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 それでは、１点目の斑鳩町一般廃棄物処理基本計画（案）につきまして、

ご説明をさせていただきます。 

 本件につきましては、去る平成２２年１１月１８日に開催されました当委
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員会におきまして、策定の法的根拠等につきましてはご説明をさせていただ

いておりますので、そのあたりの説明は割愛をさせていただきまして、計画

の内容につきまして資料１－①によりご説明させていただきます。 

 まず、資料１－①の表紙の裏面、目次をご覧いただきたいと思います。 

今回の処理基本計画は６章構成となっております。現処理計画は、３章で

構成しておりますが、平成２０年に示されました国のごみ処理基本計画策定

指針によりまして、処理計画に記載する事項の追加もございましたので、今

回策定をいたします計画は６章構成に増えているところであります。 

 １ページから２ページの第１章では、計画策定の趣旨、計画の位置づけ、

期間、対象を示しております。現計画の期間は５年でありますが、今回策定

する計画は、国の指針にもとづきまして、平成２３年度から１０年間とし、

５年後の平成２７年度を中間目標年度として見直しを行うことを示してお

ります。 

 次に、３ページの第２章では、地域の特性といたしまして、これまでの人

口の推移と町内事業所数などの推移を示しております。 

 次に、４ページから１０ページにかけまして、第３章としてごみ処理の現

状と課題を示しております。 

 ４ページは、平成２３年１月現在の当町のごみ処理の流れについてまとめ

たもので、５ページから９ページまでは、ごみの排出量、リサイクル率、中

間処理、最終処分の状況、ごみ処理経費の状況につきまして、過去５年間の

推移をまとめております。また、１０ページでは、衛生処理場の老朽化、最

終処分場の残余容量の逼迫、資源化に伴う処理費用増加の３点を現在のごみ

処理に関する課題としてまとめております。 

 次に、１１ページから１２ページに、第４章として人口及びごみ排出量の

将来予測を示しております。人口につきましては、平成３２年度では２７，

０００人と１，６００人減少すると予測されております。ごみ排出量の将来

予測では、現状の取り組みのまま推移した場合の予測値を示しております。 

 現状の取り組みのまま推移した場合、人口減によりまして、ごみ排出量は

若干減少いたしますものの、リサイクル率は４０％程度で推移し、リサイク

ルされない残り６０％は焼却や埋立て処理ということになります。さまざま

なごみ処理の課題を解決し、今後、ごみとして処理する量を限りなくゼロに
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近づけていくためには、この将来予測値以上に、ごみの排出量を減らし、リ

サイクル率を高めていく必要がございます。そこで、今後、どのような目標

をたて、どのような取り組みを行っていくのかということを１３ページから

２１ページまでの第５章、基本計画で示しております。 

 まず、１３ページでありますが、この計画の基本理念として、これまでの

「発生したごみを処理する」という考え方から、「生産段階からごみを出さ

ない、資源の浪費、無駄をなくす」ゼロ・ウェイストに重点を置いた考え方

への転換を図るため、「ゼロ・ウェイストのまち斑鳩の実現」を基本理念と

して、基本方針の１として「ゼロ・ウェイスト運動の推進」、２として「資

源化の充実」、３として「効率的・効果的なごみ処理の推進」の３つの基本

方針を示しております。そして、基本計画の３つめの項目として、１４ペー

ジから１５ページにかけて数値目標を定めております。現在の計画では、年

間排出量とリサイクル率を目標数値としておりましたが、住民の方々により

わかりやすい目標値とするため、今回の計画では、１人１日あたりのごみ排

出量とリサイクル率を目標というように考えております。具体的な目標値で

ありますが、１人１日あたりのごみ排出量は、平成２７年度で６２４ｇ、平

成３２年度で６１５ｇとしております。現状施策維持ですと、平成３２年度

には６５４ｇとなり、現状より２ｇ増の予測になりますが、それを３７ｇ減

量させる目標にしております。 

 ２つめの目標でありますリサイクル率は、平成２７年度で６２％、平成３

２年度で６４％の目標値としております。現行施策維持ですと、平成３２年

度で４１％と、現状より６％の上昇にとどまりますが、今後１０年間で２

８％リサイクル率を上昇させる目標であります。 

 １６ページから１８ページにつきましては、それぞれの目標値を設定する

際に積み上げました各分別区分ごとの年度別推計値を示しております。 

 そして、１９ページから２１ページまでが基本方針ごとに実施していく基

本施策で、この基本施策が１人１日あたりのごみの量、リサイクル率の目標

を達成するために、今後１０年間で取り組む具体的な項目となります。 

 それぞれの具体的な内容につきましては、時間の都合もございますので、

説明は割愛をさせていただきますが、基本方針１の「ゼロ・ウェイスト運動

の推進」では、①の環境教育の充実として８項目、②のごみの発生抑制対策
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として３項目、③のごみの排出抑制対策として５項目、次のページ、２０ペ

ージの④のゼロ・ウェイスト役場づくりの推進で５項目について取り組んで

いきたいというふうに考えております。また、基本方針２の「資源化の充実」

では、①の資源化の推進として４項目、②のバイオマス利活用の推進では３

項目、③の新たな資源化に向けた調査研究では２項目について取り組んでい

きたいと考えております。さらに、基本方針３の「効率的・効果的なごみ処

理の推進」では、①の衛生処理場焼却施設の老朽化問題への対応として２項

目、②の人にやさしいごみ処理の推進では２項目について、それぞれ目標達

成に向けた取り組みを行っていくこととしております。 

 ここまでが一般廃棄物のなかで、ごみに関する計画であります。 

 ２２ページから２３ページにつきましては、一般廃棄物のなかのし尿・浄

化槽汚泥に関することを記載しております。し尿、浄化槽汚泥につきまして

は、今後、公共下水道の普及が進むにつれ、処理量も年々減少すると予測を

しております。このし尿・浄化槽汚泥の量につきましては、なかなか努力し

て減少することは難しく、現状と推計のみの記載としております。 

 以上が、一般廃棄物処理基本計画（案）の概要でありますが、本計画につ

きましては、斑鳩町廃棄物の減量及び適正処理並びに環境美化に関する条例

第１３条第２項の規定により、「計画策定にあたっては、斑鳩町廃棄物減量

等推進審議会の意見を聞かなければならない」と定められておりまして、昨

年１１月２２日及び本年１月２４日の２回、審議会を開催し、各委員の意見

を聴取したところであります。 

 また、本計画（案）につきましては、３月末には策定し、公表したいとい

うふうに考えております。当委員会のご意見も反映させられるものは反映を

していきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 次に、前回の委員会で、方向性をお示しをいたしました可燃ごみの委託処

理につきまして、その後の進捗状況であります。 

 前回の委員会では、可燃ごみの委託処理にあたっては、委託業者まで効率

よく運搬するため、町のパッカー車から大型車に積み替える必要があるとい

うご説明をさせていただき、臭気やあるいはカラスなどの動物からの危害を

防止するため、屋内での積み替えが望ましいということから、その設置場所

等につきまして、検討をしてきたところであります。その結果、大型車に積
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み替えるため、余裕を持って作業ができる場所ということで、広い敷地があ

り、新たな用地取得も必要のない最終処分場内に積み替え施設を設置するの

が、今後の町財政を考えましても、妥当な場所であるという結論になり、昨

年１２月２１日に白石畑の自治会長様に最終処分場での積み替え作業実施

のご相談を申し上げ、自治会長様からのご依頼もありまして、本年１月２５

日に１９人のご参加のもと、地元説明会を開催させていただいたところであ

ります。 

 今回、最終処分場で計画しております作業につきましては、可燃ごみの積

替えとペットボトルの圧縮梱包作業でありますので、環境汚染等の問題はま

ったくなく、１０ｔクラスの大型車３台を含む１日あたり６０台程度の車輌

の往復がこれまでより増えるのが白石畑地域に与える影響であるといった

説明をさせていただいたところ、白石畑自治会の住民の方からは、町道１５

７号線、特に天満グラウンドあたりから最終処分場にかけて、町の収集車、

あるいは町の処理委託業者の大型車が、スピードを出して走行している。ま

た、センターラインを超えて走行しているといった指摘が寄せられ、そのよ

うな状況のなかで、さらに６０台程度車輌の往来が増加することは交通事故

の危険性が高まるといったことから、交通安全対策をまず整えるよう要望が

なされたところであります。そのような要望を受け、町の衛生処理場の職員、

収集委託業者につきましては、交通法規、安全運転の順守の徹底について、

書面及び訓示で注意を促したところであります。また、大型車を運搬してお

ります処理委託業者に対しましても、安全運転の徹底について指導したとこ

ろ、速度や交通法規を順守する誓約書が提出されたところであります。さら

に、町道１５７号線にはみ出した樹木について、道路管理担当課とともに現

地を確認し、優先順位をつけながら、順次、伐採あるいは剪定を行っていく、

あるいは地元車輌を優先するため、待避所を整備するなどの道路整備対策な

どをもって、近々にも、再度説明に伺うことしておりまして、昨日も自治会

長様と協議や日程調整を行ったところであります。町といたしましては、誠

心誠意、白石畑自治会とご協議をさせていただき、ご理解をいただきながら、

積み替え施設設置に向けて取り組んでまいりたいと考えているところであ

ります。 

 なお、現在、平成２４年度から町での焼却処理を廃止し、委託処理に移行
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する計画で鋭意取り組んでおりますが、平成２４年度当初からの本施設での

積み替えは時間的に難しく、平成２３年度予算では、本施設建設までの仮設

施設の設置工事費と積み替えるために必要な重機の購入費、あるいは本施設

建設の設計委託料などの予算を計上させていただいております。 

本日、ご持参いただいております当初予算(原案)の概要の５１ページ、可

燃ごみ積替施設の整備で事業立てをしておりますので、後ほど、ご覧いただ

きますようよろしくお願いいたします。 

 つぎに、３点目の平成２３年度生ごみ分別収集モデル事業についてであり

ます。この生ごみ分別収集モデル事業につきましては、平成２５年度までに

生ごみの３０％、約３千世帯で分別収集を行い堆肥化するという目標を掲

げ、平成２１年１０月より取り組みを進めているところであります。 

 その際、年度別の目標モデル世帯は、平成２１年度は、２００世帯、平成

２２年度は５００世帯、平成２３年度で１，５００世帯、平成２４年度で２，

５００世帯といった目標をもっておりまして、平成２３年度では、現在の５

１０世帯から約１０００世帯、モデル世帯を増加させるということで、その

目標達成に向けましての取り組み状況をご報告させていただきます。 

 去る１月１３日付で、すでにモデル地区に指定させていただいております

６自治会以外の自治会長に対しまして、書面で生ごみ分別収集モデル事業へ

の協力依頼を行うとともに、１月２２日に開催されました自治会連合会新年

互例会の席上でも、お時間をいただき、各自治会長様にモデル事業への協力

依頼をさせていただいたところであります。その結果、現在、１自治会より

協力の承諾をいただいております。また、橋西や西の山住宅周辺の８自治会

で構成されている４地区の方でも、実施に向けて検討するにあたり、説明会

開催の要望があり、去る２月６日に４地区の自治会長様、環境担当役員様等、

２１名の参加をいただいての説明会を開催したところであります。そのほか

にも、２～３の自治会から検討するに際して、疑問点や不明点などの問い合

わせも受けているところであり、今後、そうした自治会の検討状況などを確

認しながら、平成２３年９月には１，５００世帯となりますよう、繰り返し、

協力のお願いをしていこうと考えているところであります。 

 なお、自治会単位でのモデル地区としての取り組みは不可能でも、世帯単

位でモデル事業に協力いただけるモデル世帯につきましては、随時、受付を
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している状況であり、現在、５７世帯の方がモニター世帯として登録いただ

いております。平成２３年度につきましても、モニター世帯の登録制を継続

することとしておりまして、町広報誌での定期的な案内の掲載、あるいは公

共施設などへのポスターの掲出などを行い、周知をしてまいりたいと考えて

いるところであります。なお、このモデル事業実施によりまして、平成２２

年１２月までに焼却処理の約１％にあたる約４５ｔの生ごみが焼却処理さ

れずに、堆肥化処理されておりまして、平成２３年度、１，５００世帯がこ

の事業にご協力いただいた場合、年間で約７．２％、焼却ごみが削減される

見込みであります。今後、このように焼却ごみを減少させていくことが最も

重要な施策ともなってまいりますことから、生ごみ分別モデル事業の充実に

積極的に取り組んでまいりたいと考えているところであります。 

 次に、４点目、バイオマス利活用推進協議会の設置についてであります。 

 本件につきましては、各課報告事項（９）の斑鳩町バイオマス利活用推進

協議会設置要綱の創設と関係いたしますため、併せてご説明させていただき

ますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 先に、資料１０の斑鳩町バイオマス利活用推進協議会設置要綱につきまし

てご説明させていただき、その後、今回委嘱いたします協議会委員、あるい

は具体的な内容の説明をさせていただきます。設置要綱の条文ごとにご説明

するのが本来でありますけども、時間の関係もございますので、資料１０、

設置要綱の末尾の要旨をもってご説明とさせていただきます。 

 平成２２年２月に策定いたしました「斑鳩町バイオマスタウン構想」にも

とづきまして、今後、町全域でバイオマスの利活用を推進するため、バイオ

マスタウン構想の各プロジェクトに関する具体的方策等を検討することを

目的に、関係機関等で構成する協議会を設置し、その設置に必要な設置要綱

を制定するものであります。協議会の所掌事務につきましては、バイオマス

利活用の具体的方策及びその推進に関すること。あるいは斑鳩町バイオマス

タウン構想の進捗管理に関することについて、検討や提言することを所掌事

務としております。委員につきましては、２０人以内で組織し、識見を有す

る者、あるいはその他町長が必要と認める者のなかから、町長が委嘱するも

のであります。任期につきましては、２年任期で、再任はさまたげません。 

また、協議会にバイオマスの利活用に関する具体的事項を調査審議するた
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めに、部会を置くこととしております。庶務につきましては、環境対策課に

おいて処理することとし、施行期日は交付の日から施行することとしており

ます。以上が斑鳩町バイオマス利活用推進協議会設置要綱の概要でありま

す。 

 次に、この要綱にもとづきまして設置する協議会の委員、あるいは具体的

な協議内容につきまして、資料１－②の斑鳩町バイオマス利活用推進協議会

設置計画をご覧いただきたいと思います。平成２２年２月に策定いたしまし

た「斑鳩町バイオマスタウン構想」では、①として堆肥化プロジェクト、②

として廃食用油リサイクルプロジェクト、③としてメタン発酵プロジェク

ト、④としてエコポカード利活用プロジェクトと、この４つのプロジェクト

をバイオマス利活用事業として推進していこうという構想であります。 

 そして、そのプロジェクトにつきまして、行政だけでなく、住民、事業者、

関係団体等が連携し、推進していけるよう協議会を設置し、総合的にバイオ

マス利活用を推進していこうとするものであります。具体的な協議につきま

しては、先ほど申し上げました４つのプロジェクトのうち、すぐに実行する

計画のないメタン発酵プロジェクトを除いた３つのプロジェクトを当面の

協議課題とし、具体的な方策を検討いただくこととしております。 

 まず、堆肥化プロジェクトの推進では、堆肥の活用方法、あるいは生ごみ

の自家処理の推進等について方策を検討いただくことにしております。ま

た、廃食用油リサイクルプロジェクトでは、バイオディーゼル燃料に代わる

利用として廃油キャンドルがあるわけですけども、その活用方法について、

そして、エコポカード利活用プロジェクトでは、エコポカードの対象範囲の

拡大について、それぞれ方策を検討していただくこととしております。 

 そして、この３つのプロジェクトを協議会全体で方策を検討し、まとめて

いくには非常にボリュームがございますので、それぞれ部会を設置し、そこ

で、集中的に検討、審議いただこうと考えておりまして、それぞれのプロジ

ェクトに精通した、あるいは関係する団体、事業者等を選出し、１６名の委

員で協議会を立ち上げることとしております。 

 計画の裏面に、各委員にそれぞれ所属いただく部会を記載しておりますの

で、後ほどご確認をいただきたいと思います。 

 また、今後のスケジュールでありますが、現在、各団体等に委員の選出を
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お願いしており、３月１７日木曜日に第１回の協議会を開催する予定で、本

格的には平成２３年度に入りましてから、複数回の部会を開催し、具体的な

方策の検討をお願いすることとしております。 

 以上、少し長い説明、報告となりましたが、継続審査であります環境保全

及びごみ減量化・資源化の推進に関することについてのご説明とさせていた

だきます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があればお受けいたします。 

 里川委員。 

 

 ちょっといくつか聞きたいことがあるんですけれども。まず１つは実績な

んですが、木くずですね、剪定枝葉など、袋別にして実施をしたと。ここに

は今後の２１年度の実績からずっとどういうふうになっていくかという推

移の予定の数字というのを計画されてるんですけども、現実的にですね、袋

を替えて、去年の１０月からでしたかね、それらの影響っていうんですか、

どの程度、可燃ごみが減ったのか、またどの程度、木くずがリサイクルされ

たのかというような、イメージだけやったらちょっとわかりにくいんで、数

字的な部分でつかんでおられたら、その辺ちょっと実績としてお尋ねしたい

なというふうに思うんですが。 

 

 まず家庭の木くず・草類の排出状況であります。１月末現在の状況で約１

１０トン、回収をさせていただきまして、すべて堆肥化に回っております。

これを分別することによりましての可燃ごみの影響でございますけども、１

月末現在、昨年と比較をいたしまして、５．３％減少しているところで、確

実に可燃ごみの量が減っているということで、分別の効果は表れているとい

うふうに考えております。 

 

 そういう多少方向が出てるかなと思ったので、今たずねさせていただきま

したが、本当にこの数ヶ月という中でもこういうふうに減少しているという

ことで、担当課長におかれましてはね、ごみ袋有料になってからいかにごみ

を減らし続けていくかという重い責任を持って取り組んできていただいて
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いることを、私はよく理解をしているつもりですが、本当によく頑張ってい

ただいて、やっていただいているのではないかなというふうに思っておりま

す。それに併せてですね、生ごみがなかなかいっぺんにいかないということ

で、モデル地区、プラス、モニター世帯ということもありましたけども、こ

のモニター世帯ももう少し増やしていけないか、公共施設での拠点回収をす

るということについて、今現状よりももう少し持って行きやすい場所に拠点

回収を、もうちょっと広げるというような考え方っていうのはないのかなと

いう、どんどん広報でお知らせして、その拠点回収というのも､モニターさ

んもっと作るという考え方に進めばいいなと思ったりはしてるんですけれ

ども。それについてはどんなふうな考え方になっているのか、ここでは生ご

みもずっと増やしていこうと、処理していこうということなんですが、ちょ

っとその辺も考え方を教えてほしいなと思うんですが。 

 

 現在、収納ボックスを十分管理していただけます、公民館でありますとか、

いかるがホール、そういったところを、生き生きプラザ斑鳩なんかもそうな

んですけども、十分管理をしていただける場所で設置をさせていただいてお

ります。今後そういった場所があるならば、モニター世帯等も増やしていき

たいというふうに考えておりますけども、基本的にはモニターの自治会を増

やしていきたいということが基本であります。例えば、ある集会所でその設

置をしてもいいよということになりましたら、その付近の自治会以外の住民

さんも利用してもいいよということでありましたら、そちらにモニター地区

として配置させていただくことも考えられますけども、基本的には自治会単

位で増やしていきたいなというのが町の基本です。 

 

 その点なんですけれどもね、今自治会を、班ごと抜けられてしまうとかね、

自治会を抜けられる傾向というのが強く出てまして、自治会の運営でもそれ

が悩みっていうんですか、そういう状況もあります。ですから今、課長言わ

れましたように、小地域福祉会なんかもそういった自治会の枠を超えて活動

しようという努力をしていただいている。自治会から抜けておられる方々に

は、いろんな諸問題、これは自治会としての諸問題もあるかとは思うんです

けどもね、自治会抜けている方たちも、併せてこういう取り組みを、自治会
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も一緒にできる方法いうのを考えて。そしてお年を召した方とか、また小さ

い子どもさんがおられる方、それがモデル地区の中で決められた時間にそこ

へ持っていくことが難しいという方なんかは、モニター世帯としてだったら

自分の子どもが寝ている間にとか、うまいこと時間使って持っていけるとい

うケースというのは、私は往々にしてある話だろうと思いますのでね。また

できるだけ、そういう考え方で積極的にモニター世帯というところにも、ち

ょっと光を当てて考えていただけたらなというふうに思っております。それ

ともう１点は大事なことなんですが、前回の委員会でも中間処理をする、積

み替えをすると。焼却施設をなくしていくということで、私、持ち込みの問

題について申し上げていたと思うんですけどもね。持ち込みをできるかどう

かというのは住民にとって非常に大きな問題なんですね。持ち込みをすると

したらどうなるんですかと言えば、そういう積み替えをする中間処理施設の

方へ持ち込んでいただくんやという考え方が、前回の委員会で言われてたと

は思うんですけども。この持ち込みに関しましてはですね、これからいろい

ろな委員会があるとは思うんです、もちろん当委員会もございますけども、

ごみ処理に関する他の委員会もあると思います、十分検討していただきたい

とは思うんですが、上勝町へ視察に行きました時に、上勝町もけっこう山の

中のほうに、ああいう持ち込んでごみを分別してっていう形をとっておりま

すが、持ち込んだときに、すでにすごい分別をせんとあかん、持ち込んだ人

がね、分別をせなあかん。そして高齢者なんかにつきましては１回いくらと

いう形でお金を払い、町がシルバーさんに幾らというような補助金を出し

て、そういう分別をするために各、そこまで持っていけない方たちの分につ

いても分別をしてきているというような状況、課長も一緒に行っておられま

したので、よくご覧になっておられたと思いますが。そういう持っていくと

ころが山側になるということであれば、そういう点についても併せて今後ち

ょっと検討していただき、そして持っていったら、そこで分別をして、ちゃ

んと置き場所っていうんですか、きちっと皆さんに置いていただけるような

場所をきちっと整理をして、案内、今、現状、上勝みたいなあんな細かい分

け方はできないとしてもね、細かく分けていただけるようなシステムづくり

っていうのも、ちょうどいい機会ではないかというふうに思いますのでね、

検討したらどうかなというふうに思います。それに先駆けても、白井畑の皆
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さんのご理解を得るということがまず第一だとは思いますけれども。持ち込

めるような利便性っていうことも、検討、十分併せてしていただきたいとい

うふうに思っておりますので、その辺についても考え方としてはどうなって

いるのかお尋ねをしておきたいというふうに思います。 

 

 そういった住民の方々の利便性につきましても、今後十分検討していきた

いというふうに考えております。 

 

 よろしくお願いしたいと思います。それといろいろリサイクルできるもの

はリサイクルしていこうという中で、私、前からちょっと気になっているの

が、不燃ごみなんですけども。不燃ごみっていうのは、本当にそのまま埋め

立てに回してしまうとか、そういう状況がある中で、不燃ごみの中にはいろ

んなものが混ざってて、私も時々お見かけするんですけどもね、なんかもう

ちょっと不燃ごみの中でも整理ができないのかな、もうちょっとなんとかリ

サイクルに持っていけるものっていうのが十分あるんじゃないかなってい

うのがちょっとそういう気がしてますのでね。この際せっかくですのでね、

不燃ごみとして出されたものであってもリサイクルできるのであれば今申

し上げたような中間処理施設のところでも、もうちょっと分けれる機能を持

ったらどうなんかなというふうにも思っております。これはまあ意見として

申し上げておきたいというふうに思います。 

それと紙おむつの件なんですが、委員会として要望し、さっそく１年間研

究していただいて４月から実施をしていただけると、無料収集、これにつき

ましては十分に啓発をしていただきましてですね、この計画の中にもありま

した、私たちの狙いとしても、以前課長と話した時に、究極のごみは紙おむ

つやという話を、私たち数年前に課長ともしていたことがありました。けれ

ども、今、紙おむつ業界も今リサイクルにむけての研究をしておられるとい

うことです。その研究がある程度実ってきた時には、この紙おむつを分別収

集をしたことが生きてくるというふうに私は考えています。ですからその研

究が進みつつあるという現状の中で、そのことも踏まえて、私は無料収集を

町へ要望させていただいたということになっているんですけどもね、ですか

ら町としてもこの紙おむつのリサイクルについても常に情報をキャッチし
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ながら、またそれができるとなったら、こういうふうに分別をして無料収集

しますというサービスを住民さんに提供している自治体としてね、いち早く

手を挙げて、そういうモニター的な町になってもらえたらなと、そういうリ

サイクルの研究をするにあたってもね、できるだけ積極的にそこへ参加して

いただけたらいいなということ、これも要望としておきたいと思いますが、

何か課長のほうからご意見があれば、おっしゃっていただいたら結構かと思

います。 

 

 まずご要望の１点目の不燃ごみの件なんですけども、町としてはすべてを

埋め立てているわけではなく、処理業者のほうで破砕処理をいたしまして、

金属類、あるいはプラスチック類、それについてはすでにリサイクルをして

おります。その結果１２月末現在ですけども、平成２２年度も１９２トン、

不燃ごみの約２８％は資源に回していると、そこへ今、陶磁器類なんかも不

燃ごみになっているんですけども、それが分別収集できるようになれば、そ

れはリサイクルにまわす、それは岐阜県や愛知県の陶磁器事業共同組合でリ

サイクルされてますんで、そういったことも処理計画に盛り込ませていただ

いております。あと、紙おむつのリサイクルにつきましては、もう鹿児島県

の志布志市あたりでは分別収集で資源化されているという情報をつかんで

ますんで、それが関西方面でもそういったシステムが確立されてたいち早く

取り入れていきたいというふうに考えております。 

 

 他にございませんか。 吉野委員。 

 

 町道１５７号の収集関係の車、１日に６０台程度増えるんですかね、時間

帯としてはこの時間帯が多いということは、もしかしてあればね、その時間

帯なども白石畑の方にきちっと説明してもらって、この時間帯は特に、白石

畑の方々、皆さん車でしか出てこられないというのが多いものですから、な

るべく交通事故のないようにということで周知してもらった方がいいんじ

ゃないかなというふうに思います。あの道路っていうのは、私はよく通るん

ですけども、結構カーブがあって大きな収集車がセンターライン越えてきた

りしたら､事故が起きたりしたら大変なことになりますので、その辺もきち
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っと説明してもらったらありがたいと思います。 

  

 ６０台増加するその時間帯ですけども、やはり町のごみ収集車、最大でご

みの量が多い時で最大１日１３台が往復するということを試算しておりま

すけども、その時間帯はやはり午前８時から１１時ぐらいまでの午前中に可

燃ごみを処理しますんで、その時間帯に町のごみ収集車が通過をする、その

後は１０トンクラスの大型車がそのごみを取りにきますんで、１１時から午

後３時くらいまでが大型車の通行の時間帯になるのではないかなというふ

うに、時間帯としてはそのように考えております。 

 

 誓約書まで出してもらっているということですから、徹底してやっていた

だけるものとは思いますけども、私も斑鳩町内で、商売関係の収集の車がス

ピードを出しているとか、いろんな苦情は私も受けつけておりますので。何

回か、町のほうでも、交通の状況なども、きちっとその部分を徹底して監視

っていったらあれですけど、見ていただいて、事故が絶対ないようにお願い

したいと思います。以上、要望です。 

 

 他にございませんか。 宮﨑委員。 

 

 ちょっと２点ほど聞きたいんですけど。最終処理場に建物を建てられると

いうことなんですけども、先ほどの委員も言われましたように、持ち込みご

みの､今、重さとか計られてやっておられますねんけど。これのそういう関

係のものがあるのか、あとまた建物建てられるのに、これ堆肥の関係なんで

すけど、今モニターとかいろいろしていただいているんですけど、斑鳩町の

全世帯でしていくようにして、堆肥化っていうことにしていかれるのか、前

委員も聞かれてたんですけど、自治会に向けられたとこ、私もう１つ思って

いたのはマンションとか賃貸とかのやつのごみの方の処理とか、そういう生

ごみについても、将来的にどのように考えておられるのか、ちょっとその辺

だけお聞きしたいなと思うんですけど。 

 

 まず持ち込みごみの計量の件ですけれども、最終処分場にもトラックスケ
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ールがございますので、そちらに持ち込まれても重量は計れるということに

なります。あと生ごみの堆肥化でありますけども、一応現時点での目標値は

平成２５年度までに３千世帯でございます。今現在策定しております一般廃

棄物処理基本計画の中では、平成２７年度には町全域で分別収集して堆肥化

するという計画でありますけれども。町内で堆肥化施設を設けるとなります

と、また臭気の問題であるとか、騒音の問題等々ございますので、現時点で

は業者に委託して堆肥化していきたいというふうに考えています。 

 

 そしたらマンションを買われた方とかおられるんですけど、それはそのマ

ンションのベランダとかでも大丈夫なんですかね。 

 

 生ごみ処理機の設置につきましては、マンションのベランダでも十分でき

る機械であります。またその機械も屋内における機械もございますんで、そ

ういったところで対応していただけると思います。 

 

 他にございませんか。 小林委員。 

 

 中継基地をつくられると白石畑の方にご迷惑がかかるということで業者

さんに誓約書を書いていただきましたけれどもね、その効果についてお伺い

したいんです。と申しますのも、役場のほうでも管理職の方々には高い意識

を持って、いろんなことに取り組んでいただいてますけれども、それが果た

して日ごろの下のほうまでというか、現場の方々にまでその意識が浸透して

いるのかなっていうことが疑問に思うような場面も町内で多々見受けるこ

とがありますのでね。そうなってきたら、職員さんの方にも、白石畑の通行

に関しては、そういうふうな意識を持ってやっていただくんでしょうけど

も、誓約書ってどれぐらいの、どういう効果があるのかちょっとお伺いした

いと思います。 

 

 まず業者から出てきました誓約書でありますけども、これについては自主

的に出されたのものであります。どういった項目があるのかと言いますと、

当然交通法規の遵守はもちろんですけども、特に町道１５７号線を通行する
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環境対策

課長 

 

委員長 

 

飯髙委員 

 

時には時速２０キロ以下の速度で走行します。あるいはセンターラインを超

えて走行はしません。必要に応じて停止、または退避するなど地元車輌、一

般車輌等を優先しますといった誓約は自主的に業者の方から出されている

ということであります。 

また、職員に対する交通安全の徹底につきましても、担当部長のほうから

訓示と書面で行っております。これにつきましては､町道１５７号線を通行

する時には時速３０キロ以下で走行すること、また必要に応じて停止、退避

するなど地元車輌、一般車輌等を優先することということで、これは地元の

説明会がありました１月２５日の翌日、もうすでに１月２６日全収集職員を

対象に訓示を行ったところでございます。 

 

 白石畑の細い道で業者さんと住民さんがすれ違うとなってきたら、何回か

は住民さんの反感を買うような場面があるのかなと思います。車がすれ違っ

たあとで住民さんが思っても、あとから苦情を言われても、なかなかそれが

確認しにくいということもあると思いますんで。特に、まずは業者さんの車

に車の後ろじゃなくて前のほうにですね、番号なり、その業者さんの運転手

の名前なり、そういうことが、誰がどういう運転をしたのか、責任を取らす

じゃないですけども、誰がどのようなことになったかというのが分かりやす

いような対策を取っていただきたいなというふうに思います。それは要望さ

せていただきます。それともう１点質問なんですけども、昨年の１２月から

委員会ごみの推計の資料を細かく提出していただいてますけども、これはこ

の後の推計にですね、龍田西のスーパーの事業系ごみの量も入ってるんです

か。ちょっと確認させていただきたいんですけども。 

  

 当然１１月にオープンをされましたイオン斑鳩店でありますとか、めぐみ

の郷といったスーパーのごみの量もすべて入っております。 

 

 他にございませんか。 飯髙委員。 

 

 今の話に出ておりましたけども、最終処分場というか、これにつきまして

は協議の中で、１日６０台が発生する云々ということで、実際にこれは、想
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副町長 
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町 長 

 

定はこういう形であるんですけれども、実際に施設が完成され、したときに、

交通の安全が本当に確保されているのかというのは、その時点での見方もあ

ると思うんです。そういうことから､今の協議の中では、できるだけ当然安

全面に対しては確保していくと、現実それが稼動された場合におきましては

やはり、その時点でも、住民の声を聞きながらよりよい安全に努めていくと

いう姿勢が大事かなとは思いますけれども、いかがでしょうか。 

 

 交通安全につきましては、特に白石畑の件で議論になっておりますけど

も、公用車、役場に相当ございます。７０台以上ございますんで、これ日々

毎日何台か町内でております。それに限らず、そうしたことは交通安全につ

いては最終処分場だけでなく、常に心がけるよう注意をいたしております。

なおか今回の白石畑については途中で大きいダンプも行きますんで、十分、

稼動後もそれを見ながら対処をしてまいりたいと考えておりますんで。 

 

 そういったことで安全対策に努めていただきたいと思います。 

それとあと１点なんですけども、日ごろ河川を見てみますと、かなりごみ

が落ちているという現状がございます。小さい水路であれば、近隣の方が注

意しながら拾ったりしていただいたり、また環境パトロールでも拾っていた

だいております。ところが大きな県河川でありますと、やはりそのままにな

っているというのが現状で、こういったゼロ・ウェイスト云々とかいう運動

の中でですね、やはり、これからそういった身近なところでごみがあって、

それを環境の対策という中におきましてはね、やはり、それをきちんと処理

していく、適切にやっていくというのは必要であるかなと思います。 

やっていただいているんですけども、これは自分自身のモラルの問題では

ありますけど、啓発もしていただいているということの中で、適切に処理を

していただくというのが大事かなと思います。 

そういう点につきまして、特に県河川のごみの収集について、どういうふ

うに考えられているのかお願いいたします。 

 

 今、飯髙委員がおっしゃるように、富雄川あるいは大和川、あるいは三代

川、イツボ川とか県河川がございます。先だっても高安西団地サロンの会で
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環境対策

課長 

 

話を聞いていたら、やはりあのところ環境委員の方が毎日点検しているけれ

ども、車でぱっと草むらへほかされる、それが時間的に何時かっていうのは

わからない。７時ぐらいから見張りしていたけどもなかなか見つからない。

しかし、現状は、草が生い茂っていたら、車からほかされたらわからないと

いう現状がですね。そういう日本の国の一番悪いのは、そういうモラルが守

れない、自分のところと違ったら、どこへほかしても分からないということ

でですね。高安西の方々も環境パトロールしているけども、これが一番大変

なんですわ。だから県かって、年に２回ぐらいは必ず草を刈っていただいた

らいいんだけども、まあ言うたら、なんとか刈りましょうといって刈ってく

れる、そしたらまたしばらくしたら生えるということで、追いかけっこです

けども、そういう点については町としても美化キャンペーンとか、いろいろ

やってますけども、一時的なものですから、これだけはなかなか難しい問題

でですね。そうかといって、この町、斑鳩町がやっぱりごみによって汚くな

るというのは大変なことですから、そういう注意をしながら環境推進委員の

方々も努力を、私はしていただいていることについて感謝をしたいし、これ

からもパトロールをして、職員にも、私も出来るだけ、職員としては今現状、

どの場所がどうなっているのかというのを点検するために、１週間に１回、

何人かの職員に日報を書かせてですね、パトロールしたらそういう経過を報

告、副町長に書類を上げてこいと申しあげてますので。できるだけ、みんな

が守っていく、そういうごみをほかされないような環境づくりをしていくこ

とがわれわれにとっては大事だと思ってます。 

 

 中西議長。 

 

 今、車の通行の関係について、業者のほうから誓約書もらっているという

ことですねんけども、通行される車の大きさというのは何トン車が使われる

んですか。 

 

 基本的には６トン車で、今現在ごみの運搬をしておるんですけども、とき

どき１０トン車が入ってきていたということですので、１０トン車は１５７

号線は運行しないと。６トン車のみで運行するということで、２月からはそ
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環境対策

課長 

 

 

 

 

 

れで運行しております。 

 

 ６トン車で運搬されるということですねんけども、今の現況の白石畑の道

路の構造、道路の幅員ですけども、その幅員で６トン車が通行可能になって

いきよるかどうかですね。というのは、今は、町の収集車は２トン車やから、

センター割らんとまだ通っていけるというのはあると思います。６トンにな

ってきた場合、平坦な直線的な道路であれば、センター割らんと走っていけ

るというのはわかりますけども、あの今の、ヘアピン的なとこであって、上

からの木が覆い被さっておる、そういう関係で、どうしても真ん中へ寄って

しまうのではないかと思います。だからあんまりその辺で、絶対センター割

りませんという形で説明して、実際走ったら、またがな通っていかれへんと

ころ出てきよると思うんで、ちょっとその辺。それと、毛無池の堤防の関係、

その辺が６トンになってきた場合にね、堤防自体がもつのかどうか、それと

通行の制限ですね、２０キロということになってますけども、２０キロで実

際に下っていく場合、急な坂ですよってに、２０キロでということになると

かなりブレーキ踏んだような状態でいかんなあかんことが起こってくると

思います。その場合に、大型車なんか特にありますけれども、ブレーキが焼

けて効かん状態がおこるということもありますんで。ある程度、エンジンブ

レーキ、かけた状態で下っていくようなスピードでも設定したらんと。踏ん

だ状態でいったら、焼けてしまったら、絶対効きませんよってに。その辺ち

ょっと２０キロというのはどうかなというのはありますんで。実際、運搬さ

れる業者さんと、もう１回道路状況等を確認して、決めていただいたほうが

ええのではないかなと思います。 

 

 まず、６トン車でセンターラインを割らないのかということですけども、

当初、可燃ごみの積み替えでは１０トン車を計画をしております。この１０

トン車でありますと、１５７号線のヘアピンのところはどうしてもセンター

ラインを超えてしまうということでありますんで、６トン車に変更させてい

ただいたと。６トン車になりますと、長さも当然短くなりますんで、業者と

打ち合わせさせていただいた際、６トン車であればヘアピンカーブでもセン

ターラインを超えることはないというふうに報告を受けているところであ
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ります。現在、今、道路管理担当課と町道にはみ出た木の処理について協議

をして、今現在、業者に発注の準備をされているところであります。どうし

ても今現在センターラインを越えているというのは、町道に、両サイド再度

に木が町道側に出ているというのが影響するんで、それがちゃんと処理され

ればセンターラインを越えることはないというふうなことも、業者から聞い

ております。２０キロで走行することも業者のほうから自主的に２０キロで

走行しますということで、業者から出た話でありますんで、そのへんは十分

対応していただけるというふうに考えております。 

 

 けっこうです。 

 

 池田副町長。 

   

 それと６ｍ未満付近のとこです。一番狭いところで４．７ｍのところが相

当あるんですわ。それとヘアピンカーブのとこと、最終処分場に入る手前、

あこも、それ越えたら６ｍあるんですが、手前が４．８ｍになっているんで

すわ、約４０ｍの間。これらにつきまして、自治会長ともお話しさせていた

だいておるんですけども、当初ああいう道路計画だったわけですけれども、

やはり、今、議長言われたようにそーっとヘアピンカーブ回れるかもしれま

せんけども、やはり向こうから対向車が、住民の方が来られた時にやはり危

ないんで、町といたしましては、そういうとこにつきましては、特にヘアピ

ンカーブのところは１４０ｍほど６ｍ切るとこあるんですわ。それらにつき

まして、やはり、地権者のお話しもさせていただきたいと言っておるんです

わ。地権者にお話しさせていただいて、協力を得られて、なおかつ、拡幅は

可能な地形であれば、そういうところであれば、拡幅に向けて、町としては

努力していきたいと、昨日自治会長ともお話しをさせていただいております

んで。また地権者ともお話しをさせていただきたいと考えております。 

それと、毛無の堤防につきまして、数年前に県営水道、白石畑の奥で貯水

タンクをつくられたことがあるんです。あの時も１０トン以上、鉄骨も運ば

なあきませんので、通られて、大きい時でしたら２０トンぐらいかな通られ

たと思うんです。その時も、あの堤防どうかという話があったんですけども、
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委員長 

 

 

 

委員長 

 

その時は持つやろと、その時は持つということできておりました。ただ町と

いたしましても頻繁に、今後、数年間、半永久的に通っていきますんで、や

はりあの堤防決壊したら非常に災害にもなりますんで、それらについては、

常に状況を見ながら対応して補強することがおきましたら、当然、水利組合、

土地改良ともご相談申し上げながら、十分対処していきたいと考えておりま

す。それを放っておけば、大きな災害となってまいりますので。 

 

 里川委員。 

 

 私、こないだ感じてたことを言うの忘れてまして、１１日大雪で、斑鳩町

にとっては大雪ですね、マラソン中止になった時に、祝日で、金曜日という

ことで収集をしてもらうと。三塔走ろう会とかあるのに、収集大変やなと思

ってたんです。ところがあの雪で、中止になったということもあったんです

けどもね。その時に、私ちょっと感じてたんですけれども、今までだったら

焼却場が平坦なところやったんですけれどもね。これ登って行くところにあ

るということの中ではね、こんなえらい雪降った時とか、非常にきつい坂が

あるということでは、安全確保っていうのが、車行き来するのにちょっと大

変なんかなという、そういうちょっと心配も、当日ね、ふっと思った、自分

も頭よぎったんですけどもね。今いろいろ話聞いてて今思いだんですが、そ

ういう対策っていうのは非常に難しい、そういう判断っていうのは難しいと

思うんですけどもね、今後のことですので、時間もあると思います。そうい

う山へ上って行く、降りていくという関係の中で、ああいう天候ということ

についても、併せて対策など十分検討していただきたいということを申し上

げておきたいと思います。 

 

 他に、ございませんか。 

 

  （ な  し ） 

 

 それでは２点ほどすいませんねんけど、白石畑さんの今、一生懸命協議を

していただいておりますけども、できるだけ白石畑の意向を踏まえながら話
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を進めていただきたいと。行政の立場やなしに、やっぱり住民の立場として、

今後話をしていただきたいことを要望させていただくことと、それと今、里

川委員から生ごみのモデル地区ということでありましたけれども。並松も、

私、昨年の６月から生ごみさせていただいてますけども、自治会に入られて

ない方についても生ごみを入れてもらっても結構ですよという、自治会長の

判断はされていますけども、それをどのように周知したらいいのか。本来、

われわれの回覧が、自治会員以外回りませんので。並松にも若干、役員等あ

たるときに、自治会を抜けておられる方がありますんで、その辺の方の周知

もありますし。また生ごみの設置モデル事業をされて、この付近、まあ自治

会長の判断にもよりますけども、今、里川委員言わはったように、生ごみの

容器をこの位置ににありますよというＰＲしてきたら、そこに、本来、われ

われの自治会だったら誰が入れてもらっても結構ですよという話はさせて

もらっていますけれども。できたら自治会員以外の方でも、他の自治会の方

でも、そういうことでモデル事業に協力されるんだったら入れてもらって結

構ですよいう話をさせてもらってますけれども。その辺も含めて、今後、や

っぱり検討しながら、生ごみの推進をしていただきたいと思います。 

自治会長さんに大変、はじめは住民さんは反対されますけれども、今現在

モデル事業をさせてもらったら、大半の方が喜ばれている、可燃ごみの量が

減るし、その辺もあって、住民の方からは好評な意見もいただいております

んで、その辺も十分、今後周知していただきたいということを要望させてい

ただきます。他になかったら。 

 

  （ な   し ） 

 

 それでは、これをもって質疑を終結いたします。 

 本件については報告を受け、一定の審査を行ったということで終わりま

す。 

次に、２．３月定例会の付議予定議案について、あらかじめ説明を受ける

ことにいたします。 

（１）斑鳩町老人医療費助成条例の一部を改正する条例について、また、

これと関連いたします各課報告事項の（４）斑鳩町老人医療費助成条例施行
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規則の一部を改正する規則について、及び（５）斑鳩町福祉医療費資金貸付

要綱の一部を改正する要綱について、併せて理事者の説明を求めます。 

巻国保医療課長。 

 

 それでは、３月定例会の付議予定議案のうち、（１）の斑鳩町老人医療費

助成条例の一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。 

 なお、本条例の改正にともなって、施行規則、要綱ともに関連して改正す

ることから、各課報告事項の（４）の斑鳩町老人医療費助成条例施行規則の

一部を改正する規則について、（５）の斑鳩町福祉医療費資金貸付要綱の一

部を改正する要綱につきまして、合わせてご説明をさせていただきます。 

 恐れ入りますが、資料２の斑鳩町老人医療費助成条例の一部を改正する条

例（案）の末尾にある要旨をご覧いただけますでしょうか。 

 斑鳩町老人医療費助成条例の一部改正につきましては、奈良県の老人医療

費助成事業が本年度で廃止され、この県事業の対象者を対象として実施して

いる医療費資金貸付制度の貸付対象者から外れることから、その制度におい

て、不適切な行為があった者に対する取扱い等についての規定を削除するた

め、本条例において所要の改正を行うものでございます。 

 改正条例の施行日につきましては、平成２３年４月１日としております。 

 資料の２枚目の新旧対照表をもって、改正の内容をご説明させていただき

ます。不適切な行為があった者に対する取扱い等につきましては、第７条の

２で、「受給資格登録等の停止等」として規定していますが、その規定を削

除するものでございます。 

 以上で、斑鳩町老人医療費助成条例の一部を改正する条例につきましての

ご説明とさせていただきます。 

 続きまして、各課報告事項の（４）の斑鳩町老人医療費助成条例施行規則

の一部を改正する規則についてでございます。 

 恐れ入りますが、資料５の斑鳩町老人医療費助成条例施行規則の一部を改

正する規則（案）の末尾にある要旨をご覧いただけますでしょうか。 

 本規則の改正につきましても、改正条例と同様に、県事業の対象者を対象

として実施している医療費資金貸付制度の貸付対象者から外れることから、

本規則で規定している不適切な行為があった者に対する取扱いについての
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事務手続きに関する規定を削除するため、本規則において所要の改正を行う

ものでございます。施行日は、改正条例の施行日と同様に平成２３年４月１

日としております。 

 ２枚目の新旧対照表をご覧いただけますでしょうか。不適切な行為があっ

た者に対する取扱いについての事務手続に関する規定につきましては、第７

条の２で、「受給資格登録の停止」として規定していますが、その規定を削

除するものでございます。この規定の削除にともない、「受給資格登録停止

通知書（第１０号様式）」及び「受給資格登録停止解除通知書（第１０号様

式の２）」を削除し、「老人医療費受給者台帳（第１１号様式）」を「第１

０号様式」とするものでございます。 

 続きまして、各課報告事項の（５）の斑鳩町福祉医療費資金貸付要綱の一

部を改正する要綱につきましてご説明をさせていただきます。 

 恐れ入りますが、資料６の斑鳩町福祉医療費資金貸付要綱の一部を改正す

る要綱（案）の末尾をご覧いただけますでしょうか。 

 本要綱の改正につきましても、改正条例等と同様に、県事業の対象者を対

象として実施している福祉医療費資金の貸付対象者から外れることから、所

要の改正を行うものでございます。施行日は、改正条例等の施行日と同様に

平成２３年４月１日としております。２枚目の新旧対照表をご覧いただけま

すでしょうか。第１条中の老人医療費助成条例についての部分を削除するも

のでございます。 

 以上、簡単ではございますが、斑鳩町老人医療費助成条例の一部を改正す

る条例につきましてのご説明とさせていただきます。 

 何とぞ、よろしくお願い申し上げます。 

 

 説明が終わりましたので、何か質疑、ご意見があればお受けいたします。 

 

  （ な  し ） 

 

次に、（２）斑鳩町心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例につ

いて、理事者の説明を求めます。 巻国保医療課長。 
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 それでは、３月定例会の付議予定議案のうち、（２）斑鳩町心身障害者医

療費助成条例の一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。 

 恐れ入りますが、資料３の斑鳩町心身障害者医療費助成条例の一部を改正

する条例の末尾にある要旨をご覧いただけますでしょうか。 

 今回の改正につきましては、奈良県の心身障害者医療費助成事業におい

て、他の都道府県で療育手帳の受けている方が奈良県の療育手帳の交付申請

をした場合、奈良県手帳が交付されるまでは、他の都道府県等の手帳を奈良

県の療育手帳とみなし、転入日まで遡って心身障害者医療費助成の対象とさ

れることから、本条例において所要の改正を行うものでございます。 

 ２枚目の新旧対照表をご覧いただけますでしょうか。 

 第２条第２号中の「奈良県から」を「奈良県の」に改め、療育手帳の次に、

奈良県の療育手帳とみなす文言を加えるものでございます。施行日は、平成

２３年４月１日としております。 

 以上で、斑鳩町心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例につきま

してのご説明とさせていただきます。何とぞ、よろしくお願い申し上げます。 

 

 説明が終わりましたので、何か質疑、ご意見があればお受けいたします。 

 里川委員。 

 

 私ちょっと今びっくりしたんですけどもね、心身障害者の件は。そしたら

今までは、療育手帳発行されるまで、転入あった方なんかやったらね、ある

いはよそへ転出された方なんかは、１ヶ月やったり１ヶ月半やったり、受給

者とみなされていない、そのサービスとかを受けれないという、そういう期

間が現実的に今まであったんですか。 

 

 本町ではそういった事例はこれまではございませんでした。ただ、奈良県

において数件あったということから、運用の改善ということで、今回改正さ

れたものと聞いております。 

 

 当然のことですので、こんなん空白の期間を設けたんのは、ちょっと問題

やからね、私当然こんなことはこれまでされてたと思っててんけど、よくわ
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かりました。 

 

 他にございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

以上、３月定例会の付議予定議案については、あらかじめ説明を受けたと

いうことで終わります。 

１０時３５分まで休憩します。 

 

 （ 午前１０時２５分 休憩 ） 

 （ 午前１０時４０分 再開 ） 

 

次に、３．各課報告事項について、（１）斑鳩町高齢者介護予防事業実施

要綱の一部を改正する要綱について、理事者の報告を求めます。 

佐藤福祉課長。 

 

 それでは斑鳩町高齢者介護予防事業実施要綱の一部を改正する要綱につ

いて、お手元に配布させていただいております 資料４によりまして説明さ

せていただきます。 

 資料４には、改正案と新旧対照表、そして末尾に要旨をつけております。 

まず要旨をご覧いただきたいと思います。斑鳩町高齢者介護予防事業実施

要綱の一部を改正する要綱（要旨）、今般、国の地域支援事業実施要綱の一

部改正があり、平成２３年４月より一般高齢者及び特定高齢者の名称が変更

されることに伴い、本要綱における記載についても同様の改正を行うもの

で、平成２３年４月より、一般高齢者を一次予防事業の対象者へ、特定高齢

者を二次予防事業の対象者へ、名称を変更するものでございます。 

続きまして１枚戻っていただきまして、新旧対照表をお開きください。 

右側の旧、一番上のカッコ定義は、新では定義及び対象者の名称に変更し

ております。次に、第２条のなかで、旧のほうでは「一般高齢者」と「特定

高齢者」を、新のほうでは「一次予防事業の対象者」と「二次予防事業の対
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象者」に名称を変更しております。なお、この名称変更につきましては、こ

のあとの３条以降も同様の変更をしております。次に、左側の新で、第２条

の下２行ですが、アンダーラインのところで、「また、二次予防事業の対象

者となる者の名称については、「健康づくり高齢者」とする。」を追加し、

通称名として二次予防事業の対象者、現在の特定高齢者ですが、親しみやす

い通称名として「健康づくり高齢者」にさせていただいております。 

以上簡単ではございますが、説明とさせていただきます。 

 

 報告が終わりましたので、何か質疑、ご意見があれば、お受けいたします。 

 

  （ な  し ） 

 

次に、（２）斑鳩町シルバー人材センターの土地賃貸料の徴収について、

理事者の報告を求めます。 佐藤福祉課長。 

 

斑鳩町シルバー人材センターの土地賃貸料の徴収につきまして、ご報告い

たします。 

現在、シルバー人材センター事務所の土地建物につきましては無償で貸し

ておりますが、近隣７町の状況を見ますと、シルバー人材センターがない安

堵町を除き、斑鳩町以外は全て賃貸料を徴収している状況でございますの

で、平成２３年度から、土地につきまして賃貸料を徴収する予定でございま

す。金額につきましては、路線価に基づき算出し、年額５３万８千円となっ

ております。 

なお、シルバー人材センターへの平成２３年度補助金でございますけれど

も、制度にもとづく補助金が現時点で７４０万円の見込みであることから、

町といたしましては、シルバー人材センターが、今回の土地賃借料を支払っ

てもなお、制度補助金の額より多くなるよう、町といたしましては８３０万

円の予定をしております。 

以上簡単ではございますが、ご報告とさせていただきます。 

 

報告が終わりましたので、何か質疑、ご意見があればお受けいたします。 
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  （ な  し ） 

 

 次に、（３）斑鳩町国民健康保険について、理事者の報告を求めます。 

 巻国保医療課長。 

  

 それでは、各課報告事項の（３）の斑鳩町国民健康保険につきまして、２

点ご報告を申し上げます。 

 国におきまして、平成２３年度以降、出産育児一時金支給額の改定、国民

健康保険税の課税限度額を変更する方針が決定されましたので、その内容等

につきまして、ご説明をさせていただきます。 

はじめに、出産育児一時金支給額の改定についてでございます。 

出産育児一時金の支給額につきましては、１児につき３５万円であるとこ

ろ、国の緊急少子化対策により、平成２１年１０月１日から平成２３年３月

３１日までに出産した場合は、暫定的に、１児につき３９万円に引き上げる

経過措置が実施されておりましたが、当該経過措置の終了後も引き続き同額

を支給するよう改定されるものでございます。 

 ２点目は、課税限度額の変更についてであります。国民健康保険税の賦課

限度額につきましては、医療分の賦課限度額を現行の５０万円から５１万円

に、後期高齢者支援金では、現行の１３万円から１４万円に、また、介護分

については現行の１０万円から１２万円に変更されるものでございます。 

これにより、最高額が現行７３万円が７７万円となってまいります。 

この２点につきましては、いずれも平成２３年４月１日から適用すること

となっており、斑鳩町国民健康保険条例及び斑鳩町国民健康保険税条例の改

正が必要となってまいります。 

ただ、これらの改正には、関係法律の改正が必要となってまいりますこと

から、これらの公布の時期によりましては、改正条例案を３月議会へ上程で

きないことも考えられます。そうした場合には、追加上程、あるいは専決処

分での対応を考えておりますので、委員の皆さま方には、あらかじめこの旨

ご報告を申し上げるとともに、専決処分を行った場合、その後の議会でご承

認をお願いすることになりますので、何卒よろしくお願いを申し上げます。 
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健康対策

以上です。 

 

報告が終わりましたので、何か質疑、ご意見があればお受けいたします。 

里川委員。 

 

 この問題、出産育児一時金は構わないんですけれども、課税限度額は、こ

れまで本当に専決、専決で行われてきてね、町民に深く関わる問題やのに、

これ専決処分というのははおかしいと。もうちょっと、とにかく議案となっ

て議論できる場にもっていかんと、国のやり方が悪いということでは、いつ

も常に町に申し上げて、国へもそういうふうに言ってほしいと、申し上げて

きました。限度額の変更という形になってはいるんですけれども、現時点で

ですね、これ、医療分、介護分、後期高齢者医療分で、だいたい影響を受け

るであろう人数については、だいたいつかんでおられますか。ちょっとお尋

ねしておきたいと思います。 

 

 平成２２年度の当初賦課でみてみますと、医療分で８６世帯、後期高齢者

支援分では７９世帯、介護分では３２世帯の方が、限度超過額世帯となって

いることから、それらの方がそのままの所得でございましたら、影響を受け

るのかなということを推測いたしておるところでございます。 

 

 他にございませんか。 

 

  （ な   し ） 

 

 それでは次に、（６）斑鳩町子宮頸がん予防ワクチン接種費用助成金交付

要綱について、（７）斑鳩町小児用肺炎球菌ワクチン接種費用助成金交付要

綱について、（８）斑鳩町ｂ型インフルエンザ菌（Ｈｉｂ）ワクチン接種費

用助成金交付要綱の一部を改正する要綱について、一括して理事者の報告を

求めます。 西梶健康対策課長。 

  

 それでは、（６）「斑鳩町子宮頸がん予防ワクチン接種費用助成金交付要
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綱」について（７）「斑鳩町小児用肺炎球菌ワクチン接種費用助成金交付要

綱」について、（８）「斑鳩町ｂ型インフルエンザ菌（Hｉｂ）ワクチン接種

費用助成金交付要綱の一部を改正する要綱」について一括して説明をさせて

いただきます。 

 お手元に、それぞれの要綱を資料７、資料８、資料９でお示しをさせてい

ただいておりますが、２月広報に折込みをさせていただきました、チラシに

よりご説明をさせていただきます。チラシをご覧ください。 

 まず最初に「子宮頸がん予防ワクチン」でありますが、対象者を中学１年

生から中学３年生相当の女子とし、現在、中学３年生の方で、平成２３年３

月３１日までに１回でも接種した場合は、２３年度においても残りの接種費

用は助成をすることとしております。接種費用は１回あたり上限を１５，９

３９円とし、３回接種となっております。 

 なお、奈良県内の委託医療機関で接種された場合は、接種費用につきまし

ては、医療機関から直接町に請求をしていただくこととなりますので、窓口

での支払いは、必要ありません。町内の委託医療機関で接種される場合は、

直接医療機関に予約をしていただいて接種していただけますが、町外の委託

医療機関を希望される場合は、予診票を保健センターに取りにきていただく

こととなります。なお、里帰り出産等により、奈良県外の医療機関で接種を

希望される場合は、定期の予防接種に準じて市町村間で依頼書を取り交わす

方法で実施することは可能であるという国の見解があったことから、これに

対応できる条項についても規定をさせていただいております。 

 チラシをお開きください。ヒブワクチンと小児用肺炎球菌ワクチンです。

対象者は生後２ヶ月から４歳の乳幼児とし、ヒブワクチンの接種費用は、１

回あたり上限を８，８５２円、小児用肺炎球菌は１１，２６７円であります。

生後２ヶ月から６ヶ月の間に接種を開始した場合は４回接種となっており、

接種開始年齢により接種回数が異なります。 

なお、ヒブワクチンの一部助成を４月から実施しておりますことから、８，

８５２円を上限といたしまして、接種費用との差額を平成２２年４月に遡っ

て助成をさせていただきます。右下のところに追加助成についてお知らせを

させていただいております。その他、接種費用の支払方法等につきましては、

「子宮頸がん予防ワクチン」と同じであります。 
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 最後のページに町内の委託医療機関一覧を載せさせていただいておりま

す。植嶋医院は、このチラシを作成する時点では、ヒブワクチンと小児用肺

炎球菌ワクチンを接種するということでありましたが、１月末に委託医療機

関を辞退するという申し出がありましたことから、線を引いております。 

 「斑鳩町子宮頸がん予防ワクチン接種費用助成金交付要綱」と「斑鳩町小

児用肺炎球菌ワクチン接種費用助成金交付要綱」につきましては制定をし、

「斑鳩町ｂ型インフルエンザ菌（Ｈｉｂ）ワクチン接種費用助成金交付要綱」

につきましては、一部改正を行い、平成２３年２月１日から施行していると

ころであります。 

 以上で報告を終わらせていただきます。 

 

 報告が終わりましたので、何か質疑、ご意見があれば、お受けいたします。 

 飯髙委員。 

 

 ２月１日から、こういう形で全額助成していただきまして、ありがとうご

ざいます。今回、ヒブワクチンについては、遡及という形で、昨年の４月１

日から、なっておりますので、そういった形に対しては、差額だけ返還され

るということになっております。実際ですね、こういった対象者をお持ちの

保護者から聞いてみますと、やはり、これは、昨年、まだ承認されて１年数

ヶ月しか経っていない。その間におきましてですね、子宮頸がんワクチンな

んかは打たれているという方が案外聞きますと多かったんで。今回、２月１

日から施行ということで、そういった方は、以前に打たれた方は、ここの対

象に入らないということであります。案外、意識が高いのかなと思います。

その方については、もう難しいながら遡及できない方には残念です。声は聞

きます、残念かなと。特に、これ１回あたり１万５千円で、受けられた方は

５万ぐらい、１回目は２万円で、２回目・３回目は１万５千円で、残念です

ねということしか言われなかったんですけれども。この遡及に関しても、や

はり、今回はこういう形なんですけれども、まだ承認されて１年数ヶ月なん

で、そういう方に対しても、やはり何らかの配慮をする必要があったのかい

なとは思いつつ、今後、課題になってくると思います。 

そのなかで、ヒブワクチンは遡及されているんで、対象者の人数を、ちょ
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っと参考までにお聞きしたいと思います。 

 

 ヒブワクチンですが、対象者につきましては、２ヶ月から５歳未満、４歳

児までということで１,１６３人でございます。 

 ４月以降、接種された方につきましては、延べで、１月末までで１３３件

の申込をされています。で、今、２月１０日現在でそのうち人数でいいます

と約半数の方が、助成の遡及の手続きをされているところでございます。 

 

 他に。 小城町長。 

 

 子宮頸がん予防ワクチンの関係等について、健康づくりの、２月１４日に

委員会が開かれまして、その中で、医師会の会長、あるいはまた斑鳩中学校

の広瀬校長からですね、２月１日からでございますから、２月から３月まで、

中学３年生が仮に受けたら、１回、２回、もしくは受けられますけれども、

３回目というのは、なかなかできない。それと、入試と絡んできますから、

そういう状況について、医師会の松木会長さんのほうから、そういう場合は

どうなるんですかという提案がございましてですね、そのときに、池田副町

長は、今後研究しながらですね、医師会とも、中学校の校長さんともご相談

申し上げて、そういった知恵をお借りしてやっていくと。当然、もう高校に

なっていきますので、その分をどうするのか。今回のは中学３年までですけ

れども、２月１日からですから、わずか卒業するまでに１ヶ月弱しかござい

ませんから、そのうちに打てればいいですけれども、これ入試とかあってで

きない、１回目打って、２回・３回はなかなかできないとなったときに、そ

ういう場合はどうですかという話がございまして、そこらは一度検討させて

いただきたいという答弁をさせていただいておりますので、そういうふうな

ことを踏まえて、仮にそれによって、金額的に補正を組まなければならない

という場合が出れば、またご了解をいただきたいと思います。 

 

 西梶健康対策課長。 

 

 先ほど、件数を間違えまして、訂正をお願いしたいと思います。３３４件
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に、すみません、訂正をお願いいたします。 

 

 吉野委員。 

 

 関連したことなんですけれども、予防接種依頼書とか、書類手続きなんか、

全部、保健センターのほうでやるんですかね。こないだ、老齢の方から聞い

たんですけれども、保健手続きまで保健センターまで行くのは、交通の便が

悪くて、役場のほうでもやってくれてないのか聞いてくれと言われているん

ですけれども、そのへんどうですか。 

 

 すべて保健センターのほうで予診票等につきまして交付をさせていただ

いております。 

 

 住民さんの要望どおりに、もっと何ヶ所か、あるいは役場で取扱いすると

いうことは難しいんですかね。 

 

 町内の受託医療機関に行っていただく場合につきましては、直接、そこの

病院に予約をしていただきまして、予診票につきましては、そこの病院を備

え付けておりますので、保健センターに来ていただく必要はございませんの

で、町内の医療機関で受けていただければと思います。 

 

 はい、わかりました。 

 

里川委員 

 

 まさに、今、町長がおっしゃられた中学３年生の女子の問題なんですけれ

ども、私これ、うまくお知らせをして、せっかくの制度ですので、その方た

ちに、あんまり時間はない、けれども１回目とりあえず打ってくださいとい

うことで、打っていただけたら、次継続して何とかいけますよといった内容

であったり、そういうことでも、とにかく、ご本人や保護者がそういうこと

がわかっていないというのが一番の問題やと思いますのでね。できるだけ、
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本人、中学生ですので、特に中学３年生、本人もしっかりしていますのでね。

本人や保護者がそういうことが理解できるように、町の施策として、そうい

うことをやっていることを知っているという状態に、そして、知っているけ

れども、受ける・受けないという、そういう判断ができるというような状態

に、きちっと広報啓発をしていただくということが重要なことではないかな

と思うんですけれども。まあ今、町長のほうから、斑鳩中学校の校長もそう

いうふうなご意見を出されたということなんですが、各学校のほうでは、ど

んな対応をしていただいている、中学校なんかね。どんな対応をしていただ

いているのかなというのは、そういう点でも気になるんです。もう中学生で

すのでね。本人も知ってくれていたらいいことですので。 

 

 中学校の広瀬校長さん、あるいは南中学も、すべて言うとおっしゃってい

るんです。おっしゃってるけれども、結局、ひと月しかないから、もし、１

回打ったかて、高校へ行っても、それはいけますかという、ひとつの関係と。

それと、松木先生は、２月・３月と病院が混雑しますから、インフルエンザ

が流行ったりしたら、すぐできるものじゃないですよということで。これも

一番問題は、ワクチンがある程度確保しなかったらだめなんです。そのこと

もあって、なんぼ県医師会が、あるいは、２月１日からとおっしゃったって、

それだけのワクチンが確保されていたらいいですけれども、できてなかった

ら、しんどい問題がありますよという医師会の会長の話がありますから。校

長先生は、すべておっしゃっているんです。学校の通知は。ですから、一番

問題は、２月・３月に受けなかった場合は、高校へ行ってもいけますかとい

う、ひとつの問題点を町へ、我々のところへ投げかけられたから、副町長は

それは検討していきたいということで。もう周知はされているんです。周知

はされているけれども、入試とか、いろいろな関係で打てなかった場合、１

回打ったかて、あと２回の関係はどうなりますかという、ひとつの一番の心

配点をおっしゃったものですから。そら、いけますというたら、一番、校長

先生も喜んでいただけますし、また、医師会の先生方は、やっぱりそうこと

は医者との協定もせんなあかんということで、そういう難しさがありますよ

ということで、池田副町長は、「検討をさせていただいて、また医師会の先

生ともあるいは相談させていただいて、また最終的にまたいろいろと結論を
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出します」という話をさせていただいたと、そういうことなんです。 

 

 それで、きちっとそういうことも併せて、本人また保護者が理解をすると。

で、今、町長の答弁の中にありましたように、そのワクチンの確保という難

しさ、逆に、お知らせしたけれども、みんなが殺到しはったら、そのときに

しんどい状況もあるかもわかりません。ですけれども、そういうワクチンの

確保をしながら、できるだけ斑鳩町の子どもさん、適切な時期に打っていた

だいて、大きくなってからも病気にならないような手当というのは、そのた

めにやるものですのでね、努力をしていただきたいと思います。それと、他

の議員からも出ておりました各学校での健康教育、県はもちろん、やってい

ただかないといけない。斑鳩町の学校の先生方も県の職員さんですので、県

の職員さんとしての意識も、県の教育委員会もしっかり持っていただかなけ

ればいけませんが、県、県と言っていても仕方がございませんので、町は、

町立の学校として、そういう健康教育についても、このことをする意味はど

ういうことなのかということを中学校でも、予防接種についての学習みたい

なことは、実際どうやったんかなと。これまでそういう動きがあったのかな

ということがちょっと気になっておりましたのでね、そこらへんは、担当の

ほうが教育委員会と連携してしていただけたんかな、どうかなというのが気

になっておりましたので、それについてお尋ねしておきたいと思います。 

 

 ただ今の委員のご質問いただいた件でございますけれども、 教育委員会

とワクチン接種についての周知につきましては、随時、教育委員会・中学校

と連携をはかりながら、実施しているところでございます。 

あと、健康教育につきましては、２２年度は１０月にＰＴＡさんにも呼び

かけもさせていただきまして、生き生きプラザにて「子宮頸がんの予防とワ

クチン接種について」ということで、新谷先生にご講演をいただいたところ

でございます。それと、２３年度、新年度につきましても 同じく子宮頸が

ん予防ワクチンについての講演会を、やはり父兄の方と子どもさんを対象に

実施をしてまいりたいというふうに考えておりますので、その実施につきま

して、決まりましたら、やはり教育委員会と学校と協議をして、できるだけ

こちらのほうに参加をしていただけるような形をとって、健康教育の部分に
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ついても実施をしていきたいと考えております。 

 

 そういうね、保護者と一緒にとか、生き生きプラザでやる、どこやらでや

るということであれば、多分なかなか参加というのが、十分見込めない状況

もある、一部分の方だけ参加されるような状況もあると思うんですね。私は、

中学校には保健体育の授業があるわけですね。実技の体育という授業もあり

ますけれども、保健という授業もあるはずなんですね。ですから、その保健

の授業も活用しながら、できるだけ、こういう健康教育について意識をもっ

てやっていただけるように、教育委員会のほうに是非とも積極的にお願いを

してほしいなということを、これは要望しておきます。 

 

 他に、ございませんか。 

 

 （ な   し ） 

 

次に、（１０）平成２３年度新規事業等について、理事者の報告を求めま

す。 佐藤福祉課長。 

  

 それでは、平成２３年度新規事業等について、説明いたします。 

なお、今回説明する数値につきましては、最終の取りまとめの中で、若干

変わる可能性があることを、ご了承お願いいたします。 

それでは、各課ごとに、平成２３年度当初予算（原案）の概要にもとづき

まして説明させていただきます。 

まず健康対策課でございます。２２ページの一番下でございます。「保健

センターサポーターの養成」でございます。健康づくりを効果的に推進する

ため、保健センターを活動拠点として活動できる健康サポーターを養成する

ための講座を開催いたします。予算は、講師報償費等で１４万４千円を計上

しております。 

 次に２３ページの一番上でございます。「健康づくりモデル事業の実施」

でございます。この事業は、奈良県が生活習慣の改善等により日本一の健康

長寿の県を目指すために、モデル地区を決め、地域ぐるみの健康づくりの取
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り組みを県内の市町村に広める目的で実施するものでございます。 

町医師会・町歯科医師会・栄養士会・中学校・ＰＴＡ等と連携を取りなが

ら、親子で健康づくりを考える機会として、骨密度測定を行うとともに、骨

粗しょう症予防のための栄養や運動などの生活習慣等を、家族で考えるきっ

かけづくりを保健センターから発信し、地域ぐるみの健康づくりに取り組ん

でまいります。また、生活習慣病予防・歯周病予防・子宮頸がん予防ワクチ

ン等についての講演会も開催する予定をしており、５０万円を予算計上して

おります。 

次にその下「食育推進計画の策定」であります。食育基本法にもとづき、

町民の生涯にわたる健全な心身を培い、豊な人間性を育むため、関係機関等

と連携を図りながら、食育を総合的に推進するため、「斑鳩町食育推進計画」

を策定します。なお、計画策定につきましては、関係機関や関連部署と協議

しながら進めてまいりますことから、予算計上はしておりません。 

 次に同じページの下から２番目でございます。「日本脳炎予防接種の実施」

でありますが、平成１７年より積極的な接種勧奨を差し控えていたところで

すが、平成２２年４月から３歳児に対する積極的勧奨が再開され、７１３万

５千円の増額補正をお願いし実施しているところでございます。２３年度

は、３歳から７歳６か月未満児と追加免疫として９歳から１３歳未満児に日

本脳炎予防接種を実施するものであり、平成２３年度予算として、１,２６

５万１千円を計上しております。 

 次に２４ページの一番下、「細菌性髄膜炎予防接種（ヒブワクチン）の実

施」、２５ページ上から２番目の「小児用肺炎球菌ワクチン予防接種の実施」、

そしてその下の「子宮頸がんワクチン予防接種の実施」につきましては、平

成２３年２月１日から接種費用の全額助成を開始しており、実施内容につき

ましては、先ほど各課報告事項で説明させていただきましたとおり、２３年

度も引き続き全額助成を実施してまいります。 

 次に２７ページでございます。上から３番目「乳幼児訪問の実施」につき

ましては、乳児期から幼児期にかけては、子どもの成長が著しい時期であり、

親の不安も大きくなるため、この時期に乳幼児のいる家庭を訪問し、親子の

心身の状況や養育環境を把握し、必要に応じて指導を行うことにより、子育

ての孤立化を防ぐとともに、育児不安をなくするため、生後５か月から１歳
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６か月未満児のいる家庭を訪問するため、助産師等の報償費６７万７千円を

計上しております。 

 次に２８ページをお願いいたします。上から３番目の「子宮がん検診の実

施」でありますが、２０歳から集団及び個別検診を実施しており、受診間隔

は２年に１回となっております。来年度も引き続き、節目の方に無料クーポ

ン券を送付し、受診勧奨をしてまいります。予算は前年度より５６１万４千

円増の１，０２４万２千円となっておりますが、昨年度３８１万２千円の増

額補正を行っておりますので、実績にもとづき２３年度予算を計上させてい

ただいております。 

 続きまして２９ページ、上から３番目の「脳ドック健診の助成」でありま

すが、頭部疾病の予防及び早期発見等健康の保持増進を図るため、４０歳以

上の方を対象に脳ドック健診に要する費用の２分の１で、１万５千円を上限

として助成しておりますが、来年度から助成人数を１００人から１５０人に

拡充し実施してまいります。 

続きまして３０ページの上から２番目でございます。「心の健康づくり事

業の実施」であります。「健康増進計画」を策定する中で、ストレスが原因

となって健康を害する人が増加していることから、「休養とこころの健康」

についての分野を追加いたしました。そこで、心の健康づくりを推進するた

め、講演会の開催や個別相談等を実施いたします。講演会の講師や専門の相

談員の謝金として報償費等で４４８千円を計上しております。 

続きまして、福祉課でございます。３４ページをお願いいたします。上か

ら２つ目「子ども・若者育成支援の充実」の「子ども手当の支給」で、０歳

から３歳未満の子どもに月額７千円を増額し、２万円を支給いたします。対

象予定世帯数は５６９世帯で、対象予定児童数は７７１人でございます。 

次に、その下の「地域ぐるみの子育て支援の充実」の「子育てサポーター

の支援」として、第４次総合計画に位置づけている、ファミリーサポートセ

ンター事業を実施するにあたり、子育てサポーターの養成講座を開催いたし

ます。 

そしてその下、「地域子育て支援センターの運営」では、現在、生き生き

プラザ斑鳩において、３歳未満の子育て親子を対象に、つどいの広場事業を

実施しておりますが、今年度からは、春、夏、冬休み期間中の平日について
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は、５歳児まで対象を拡充して実施してまいります。 

次に３７ページをお願いいたします。一番下、「介護保険事業計画及び高

齢者福祉計画の見直し」では、高齢者社会のあるべき姿の実現のため現計画

を見直し、新たに平成２４年度から平成２６年度までの第５期事業計画の策

定を行います。 

次に３９ページをお願いいたします。上から３つ目の「社会参加の促進・

支援」の「精神障害者小規模作業所の運営支援」についてであります。昨年

転入された方で、従前から利用されてきた奈良市の作業所について引き続き

利用されるため、施設がある奈良市に運営支援費として支払う負担金でござ

います。 

次に４３ページをお願いいたします。一番上、「自立支援策の充実」の「障

害福祉計画等の策定」では、平成２１年３月に策定した第２期障害福祉計画

について見直しを行い、平成２４年度から平成２６年度を計画期間とする新

たな計画を策定するものでございます。 

次に同じページの一番下でございます「障害者介護給付・訓練等給付費の

支給」についてであります。障がい者の介護サービスや、日中活動の場にお

ける機能訓練、就労支援などのサービスにかかる費用を支給するもので、平

成２２年度と比較して約１,６００万円増の２億２,４１４万８千円となっ

ておりますが、ニーズの多様化による複合したサービスの利用、そして利用

者や各サービス量の増加により当町の負担額も増加している状況でござい

ます。 

続きまして国保医療課でございます。少し戻っていただきまして３０ペー

ジをお願いいたします。下から２つ目でございます。「予防・相談体制の充

実」の「人間ドック健診の助成（特別会計）」で、新年度から助成件数を１

００名から１２０名に拡充してまいります。 

ちょっと飛びますが、４５ページをお願いいたします。一番上、「国民健

康保険の充実」では、「国民健康保険事業の支援」として、人件費及び療養

給付費に係る町負担などの法定繰出金のほか、引き続き、制度上における介

護納付金分の赤字補てんを行うことにより、国民健康保険制度の安定的な運

営を支援してまいります。 

平成２３年度におきましては、職員給与費繰出金や保険基盤安定繰出金、
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財政安定化支援事業繰出金などの法定繰出金として、１億９，５６７万７千

円を、介護納付金分の赤字補てんとして１，２０７万４千円を計上し、あわ

せて２億７７５万１千円を計上しております。 

続きまして、４５ページから４６ページの福祉医療の充実についてであり

ます。福祉医療の充実として、高齢者、子ども、障害者、母子家庭など、そ

れぞれの対象者に対し、自己負担分を助成することによって、引き続き、経

済的な負担を軽減し、対象者の保健の向上と福祉の増進を図ってまいりま

す。これらの助成は、原則として県の補助を受けて実施してまいりますが、

子ども医療費の助成では、平成２１年度において、その対象を中学生までに

拡大するとともに、所得制限を撤廃し、一部負担なしで実施しているところ

でございます。平成２３年度におきましては、前年度と比較して５００万円

増の８，５００万円を計上させていただき、県補助金２，０５５万、一般財

源等で６，４４５万円となっております。 

次に４６ページでございます。一番上の「心身障害者医療費の助成」、上

から３番目の「重度心身障害者老人等医療費の助成」では、県基準に加え、

身体障害者手帳３級、療育手帳Ｂ保持者まで拡大したうえで、一部負担なし

で実施しております。 

その他の福祉医療制度におきましても、県基準と同じであっても、一部負

担なしで助成を行っているところであります。 

平成２３年度の予算計上でありますが、心身障害者医療費の助成では、前

年度と比較して３７０万円増の２，６７０万円を、母子医療費の助成では２

４０万円増の１，５４０万円を、重度心身障害者老人等医療費の助成では３

６０万円増の２，７６０万円を、精神障害者医療費の助成では、５０万円増

の２４０万円を計上させていただき、その対応を図ってまいります。 

続きまして環境対策課でございます。５０ページをお願いいたします。一

番上、「循環型社会の形成」、「バイオマス利活用の推進」であります。 

昨年１０月より実施しております家庭木くず・草類の分別収集の完全実施

及び生ごみ分別収集世帯の拡充などにより、前年度予算より７００万円程度

増加しております。 

次にその下でございます、「ゼロ・ウェイストの推進」で、今後、更なる

ごみ減量化を進めるにあたりましては、資源の浪費・無駄をなくし、脱焼却・
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脱埋立をめざす「ゼロ・ウェイスト」に重点をおいた考え方、施策といった

ものが不可欠であり、ゼロ・ウェイストの呼び名やその考え方や、あるいは、

なぜ、今、ゼロ・ウェイストに取り組んでいかなければならないかを住民の

方々に広く知っていただくため、平成２３年度では、ゼロ・ウェイストフェ

スティバルといったイベントを開催する計画にしておりまして、そのフェス

ティバル開催に必要な経費を計上しております。 

 次に、５１ページの上から２つ目、「ごみ・し尿処理」の「可燃ごみ積み

替え施設の整備」でございます。先ほどの継続審査のなかでも説明いたしま

したように、平成２４年度より可燃ごみの処理を委託処理に移行するにあた

り、仮設施設の工事費など２，６００万円を予算計上しております。 

続きまして５４ページをお願いいたします。住民課でございます。一番上、

「住民事務の効率化」の「住民基本台帳事務」で住民基本台帳法の一部改正

に伴い、システム改修委託料として２，０００万円を計上いたしております。 

外国人住民についても、日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象に加

え、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るため、平成

２４年の施行に向け、所要のシステム改修を行うものでございます。 

以上で、住民生活部の説明とさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 

報告が終わりましたので、何か質疑、ご意見があれば、お受けいたします。 

 里川委員。 

 

 もともと、これ説明を受けたときから、ずっと気になっていた問題が１点

あって、今課長のほうから報告ありました、一番最後の、「住民基本台帳事

務」について、５４ページで今最後に報告していただきました。これ、住民

基本台帳法の一部改正ということで、国のほうで決められた問題で、国が決

定して、市町村の行政の合理化ということで言われてするわけなんですけれ

どもね、前々からいつも気になっているのが、このシステム改修というのは、

ものすごく高額なんです。高いお金を出すんですけれどもね、じゃあ国が法

律変えてきて、町でやりやと言われたときにね、町がお金を全額持つという

のは理不尽やと。国はいったい、いくら、こういうものにいくら出してくれ
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るのと、そういう意識を持たんなあかんと、前々から、よく、いろんなとき

に、問題提起してきているんですけれども。今回の、このシステム改修につ

いて、国のほうから、補助金ていうんですか、交付金なり、補助金なり、見

込みというのは、どの程度あるでしょうか。２千万ほどかかるということな

んですけれどもね、ちょっと大きいですのでね。気になりますので、見込み

あったら、おしえてほしいと思います。 

 

 国のほうからでございますけれども、国の財政措置については「普通交付

税措置を講じる」と、それしか出ていないです。以上です。 

 

 いつもこれでね、交付税措置やったら、何ぼ入ってきたか、よくわからな

いという話になるんですけれども。交付税措置で、どの程度、一応出すと言

っているのか。よくありますやんか、いろんな制度の中でも、予算の範囲内

で２分の１手当しますよとか、いやいや補助率は何パーセントですよとかは

っきり決まっていたり。文言がいろいろあると思うんですよ。その文言で、

ものすごい町が影響を受けている問題というのが、ようけいろいろあるんで

すけれども、予算の範囲内で２分の１とか言うたら、町が３分の２ぐらい出

さんなあかんかったりとかね、いろいろあるんですけど。これについては、

交付税措置しますよということやけど、じゃあ、割合とかそういうのは、国

は言ってきているんですか、全額と言って来ているのか、どういうふうに言

ってきているのか、おしえてほしいと思います。 

 

 今回、町で、今、情報をつかんでおるのは、「このシステム改修に伴う所

要額を措置する」ということだけでございますので、その金額については全

く示されておりません。今現在、平成２２年度の交付税総額は決まっており

ますけれども、その詳細の金額は今現在でも来ていない状況であります。そ

の状況であるのに、平成２３年度の詳細については相当遅れると考えており

ます。 

 

 また理不尽な思いをしながら、イライラしながら、ああそうなんやて思い

ながらやっていかざるを得ないのかなというふうに思います。まあ町として
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も、できるだけ、こういうふうに、国で決められて、国からやるという問題

については、多少、市町村が持ったとしても、やっぱり国が責任をもってや

るという形を、国に対して、要望していっていただけたらありがたいなと思

います。私たちも、いろいろな機会を捉えて、そういうことは国が責任を持

つようにということで言うていきたいと思いますので、また、よろしくお願

いしときます。 

 それと、今の説明を聞いていて、もう１点、ちょっと気になったのが、２

７ページで説明されました「乳幼児訪問の実施」なんです。この訪問の実施

というのは、すごくいいことだと思います。していただければいいと思いま

す。ただ、子どもが２人目、３人目であったり、それとか、近くに親がいる

とか、きょうだいがいるとか、常に相談ができるようなご家庭と、全く親や

きょうだいと離れて、たまたまご主人の仕事の関係もあって、斑鳩にあまり

親類も何もなくてポツンと来ておられるというケースとでは、家庭の環境が

違うと思うんですね。ですから、これをやっていただくのはいいんですけれ

ども、この訪問の仕方について、同じお金を使ってやるにしても、必要のな

いと思われている、あまりこういうの悩んでないという、必要のない方と、

こちらからもっと見守ってあげんなあかんというご家庭とあるとは思うん

ですけれども。これリピートして訪問するというような考え方とか、ちょっ

とこれは気を付けてあげんなあかんなというご家庭と、もうご本人が「うち

は結構です」と言うても、ほんまに見にいかんでもいい家庭と、「結構です」

と言われても、ここは是非とも見に行かんなあかんという家庭と、いろいろ

住み分けしようと思ったら、いろいろあると思うんですね。ですから、そう

いうところを細かくと見て、ちゃんと訪問実施というのはされるのかどうか

というのが。同じするんやったら、リピートして訪問したりとか、ちょっと

この家はどうしても行かんなあかんというところについては、やはり、きち

っと行っていただくような形になるのか。そのへん、どんな考え方でやって

いただけるのか、もうちょっとお聞かせいただけたらなと思うんですけれど

も。 

 

 今、委員がおっしゃったとおり、やはりその家庭の子どもさん、また育児

に不安を抱えておられるお母さん、その状況を把握いたしまして、必要な場



 - 45 - 

 

 

 

 

 

委員長 

 

飯髙委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康対策

課長 

 

 

 

 

 

 

飯髙委員 

 

 

 

合には何回か寄せていただいて、相談を受けたり、また必要に応じて子育て

支援に関する情報を提供させていただいたり、そういったことを新生児訪問

以降、１歳５ヶ月の幼児になるまで、必要に応じて実施させていただこうと

考えております。 

 

 他にございませんか。 飯髙委員。 

 

 ３０ページなんですけども 心の健康づくり事業の実施ということで、新

たに予算を設けられて、こういう形で実施をされるんですけども、確かに今

般、うつ病とかいろんなストレスによる病気が発生しております。ご家庭に

あってはそういった人を抱えるというのも、本当に深刻であったりするわけ

ですけども、今回こういう事業での個別相談ですね、専門家があたっていた

だけるということで、ほとんどの予算がそこにあるんじゃないかなと思いま

す。それで、例えばその方がずっと常駐というんですか、おられるのか、週

に１回とか、そういったことでの相談の日数とか。また実際に訪問していた

だくということで、これかなり大変だなとは思うんですけども、そういった

中での、どういった方が訪問していただいているかということについて、ち

ょっとお聞きしたいと思います。 

 

 まず相談につきましては、専門の先生等、これから相談していただく先生

等についてあたっていきたいと思いますけども、精神保健福祉士、またはそ

の先生等にご相談申し上げていきたいと考えております。相談の日程につき

ましては、日を決めまして、その日に相談に来ていただくという形を考えて

おります。それと訪問につきましては、その保健センターの保健士等が訪問

をして状況を把握していく中でそういった専門の先生のほうにつなげてい

くというような形をとっていきたいと考えております。 

 

 実際に予算の中で４４万８千円ということで、こういった形で上がってき

てますんで、おそらくは、はっきりとした報酬はわからないんですけれども、

だいたい見込みとして、どういうふうに町は考えられているんですか、おそ

らくは試算されている試算はされているとは思うんでけども。 
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 健康相談といたしまして、予算上は１回あたり３万円を月１回ということ

で、年１２回で３６万円。講演会講師料として、３万円を１回、合計３９万

円、それと消耗品で組まさせていただいております。 

 

 今言っていただいたんですけども、月に１回というのは、それがどの程度

かというのはわからないんですけども。実施されて、その時においてまた検

証というか、していただきたいと思います。また相談体制にあっては本当に

大変だなとは思うんです。それはしっかり捉えていただいて、また実施に向

けてしていただきたいと思います、以上です。 

 

 他にご意見ございませんか。 里川委員。 

 

 もう１個、聞くの忘れてました。２３ページの一番上にある「健康づくり

モデル事業の実施」ということなんですが、これ説明聞いただけでイメージ

がわかなかったんですが、それはいいとして、まあいろいろやりだしていた

だいたら段々見えてくるかなと思うんですけどもね。ただこの説明では県事

業でモデル事業の実施ということで、５０万円上げていただいているんです

が。ということは、これは県のほうからこのお金が出るというふうに、町の

ほうでは持ち出しないというふうに見させていただいてよろしいんでしょ

うかね。そういうふうに理解しながら聞いてたんですけども。それでよろし

いですか。 

 

 全額、県からいただいてモデル事業を実施するということでございます。 

 

 他に、ございませんか。 

 

  （ な  し ） 

 

次に、（１１）平成２２年度斑鳩町一般会計補正予算（第９号）について、

理事者の報告を求めます。 佐藤福祉課長。 
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それでは、平成２２年度 一般会計補正予算（第９号）のうち、厚生常任

委員会が所管します補正につきまして報告いたします。 

資料１１、平成２２年度 一般会計補正予算（第９号）歳入歳出総括表（案）

により、一括して説明させていただきます。 

まず、歳入補正予算でございます。 

第１４款 国庫支出金の民生費国庫負担金で、私立保育園の広域入所に係

る決算見込み等により保育所運営費負担金で、１２６万１千円の減額補正

を、また国民健康保険保険基盤安定負担金が交付決定されたことから、１１

７万９千円の増額補正するものでございます。 

次に第１５款 県支出金の民生費県負担金で、民生費国庫負担金と同様の

理由により、保育所運営費負担金で６３万１千円の減額補正を、国民健康保

険保険基盤安定負担金で９１１万円の増額補正をするものでございます。 

次に、民生費県補助金では、県補助対象事業の増減により心身障害者医療

費補助金で７５万５千円の増額補正を、重度心身障害老人等医療費補助金で

７２万円の減額補正をするものでございます。 

次に、第１７款 寄附金の福祉費寄附金では、６名の個人の方からご寄附

がありましたことから、５万８千円の増額補正をするものでございます。 

続きまして、歳出のほうの説明をさせていただきます。 

第３款 民生費の社会福祉総務費の国民健康保険事業への支援では、国民

健康保険事業の保険基盤安定繰出金及び国保財政安定化支援事業繰出金の

確定により７４５万６千円の増額補正、福祉費寄附金の福祉基金への積立と

して１万８千円の増額補正をするものございます。次に、老人福祉費では、

老人福祉施設への措置者が１名増加したことから５８万３千円の増額補正

を。医療対策費では、心身障害者医療費及び重度心身障害者老人等医療費が

当初の見積りを上回ることから、４１１万円と１１８万円の増額補正をお願

いするものでございます。次に、介護保険事業繰出費では、介護保険事業特

別会計における介護給付費が当初見積りを上回ることから、８２８万２千円

の増額補正を。後期高齢者医療費では、広域連合からの通知により療養給付

費負担金として、８５７万９千円の増額補正を。保育園費では、広域入所の

入所希望者が当初の見積りを上回ることから、６８万７千円の増額補正をす
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るものでございます。 

次に第４款、衛生費の保健衛生総務費で、子宮頸がんワクチン等予防接種

の対応などにより、職員の時間外勤務が増えたことから、１３８万７千円の

増額補正をするものでございます。 

以上、簡単ではございますが、平成２２年度 斑鳩町一般会計補正予算（第

９号）のうち、厚生常任委員会が所管します補正についての説明とさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

 

 報告が終わりましたので、何か質疑、ご意見があれば、お受けいたします。 

 里川委員。 

 

 今の説明の中で、広域入所の充実で、当初より増えたということなんです

が、当初の見込みがどうやって、現実、何人、広域入所になってるのかとい

う数字についても併せてちょっと報告お願いできますか。 

 

 今年度、当初では６６名を予定しておりましたが、最終的には７７名とい

う数で、今回６８万７千円の補正をさせていただきました。 

 

 他にございませんか。 

 

  （ な   し ） 

 

次に、（１２）平成２２年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

４号）について、理事者の報告を求めます。 巻国保医療課長。 

 

それでは、各課報告事項の（１１）の平成２２年度斑鳩町国民健康保険事

業特別会計補正予算（第４号）につきまして、ご説明を申し上げます。 

恐れ入りますが、資料１２をご覧いただけますでしょうか。 

本補正予算につきましては、保険基盤安定繰入金及び財政安定化支援事業

繰入金の確定と、この確定に伴う国庫・県支出金の補正、退職被保険者等に

係る療養給付費の年度末を見越したなかの補正と、この増額に伴う歳入にお
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ける療養給付費等交付金の補正、そして、今回の予算補正において歳入が歳

出を上回ったことによって生じた財源を歳入欠かん補てん収入に充当する

補正となっており、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，３８０万

３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ３４億１，７８

２万１千円とするものでございます。 

はじめに、歳出予算の補正につきましてご説明を申し上げます。 

下段の歳出総括表（案）をご覧いただけますでしょうか。 

第２款 保険給付費の退職被保険者等療養給付費では、支給件数は当初見

積を下回るものの、１件あたりの支給単価が当初見積りを上回ることから、

１，３８０万３千円の増額補正をお願いするものであります。 

続きまして、歳入予算の補正についてであります。 

上段の歳入総括表（案）をご覧いただけますでしょうか。 

はじめに、第２款 国庫支出金では、３１８万６千円の減額補正をお願い

するものであります。療養給付費負担金、財政調整交付金とも、これらの算

定に用いられる医療給付費にかかる保険基盤繰入金の確定により、医療費給

付費分現年分で２７９万５千円の減額、医療給付費分普通財政調整交付金で

３９万１千円の減額補正をお願いするものであります。 

次に、第３款 療養給付費等交付金では、退職被保険者等療養給付費の増

加が見込まれることから、この財源である支払基金からの交付金１，３８０

万３千円の増額補正をお願いするものでございます。 

次に、第５款 県支出金では、国庫支出金と同様の理由により、医療給付

費分普通財政調整交付金で３０万３千円の減額補正をお願いしております。 

次に、第８款 繰入金では、一般会計繰入金で、繰入の基準となる県支出

金等の交付決定により、７４５万６千円の増額補正をお願いするものであり

ます。その内訳は、医療給付費分保険基盤安定繰入金で８６８万円の増額、

後期高齢者支援金分保険基盤安定繰入金で２１７万９千円の増額、介護納付

金分保険基盤安定繰入金で５０万３千円の増額、保険者支援制度分保険基盤

安定繰入金で２３５万９千円の増額、また財政安定化支援事業繰入金では６

２６万５千円の減額補正をお願いするものでございます。 

最後に、第１０款の諸収入についてでございます。歳入欠かん補填収入で、

今回の予算補正において歳入が歳出を上回ったことによって生じた財源３
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９６万７千円を減額補正させていただくものであります。 

以上で、平成２２年度 斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４

号）につきましてのご説明とさせていただきます。 

何とぞ、よろしくお願い申し上げます。 

 

報告が終わりましたので、何か質疑、ご意見があれば、お受けいたします。 

 里川委員。 

 

 この追加で補正では、全然表れていないんですが、国の算定ミスによりま

して、国の調整交付金が過少交付されているという問題が発覚しています。

これ、大分県のほうで非常に取り上げられて、おかしいんじゃないかという

ことで。それでちょっと調べてみますと、大分県は確かに数字は高かったん

ですが、それと同時に、奈良県の数字も意外と高かったんですね。それで見

ますと、３０の市町村が過少交付の対象となっていたと。これ、年度が２１

年・２２年の２年間ぐらいやったかなと思うんですけれども、ちょっと、私、

その紙を持ってくるのを忘れましたので。そのへんで、過少交付があったと

いうことなんですが、それが今はまだこういうふうに補正でも出てきていな

いんですけどね。その過少交付の件について、町が把握している内容、それ

とまた、今はこういう状況ですけれども、それが、今後いつ整理される見込

みあるのかどうかとかね。その流れをちょっと尋ねておきたいなと思うんで

すけれども。 

 

 委員ご質問の調整交付金の再交付等につきましては、平成２１年度に実施

されました会計検査院の検査で指摘されたものでございまして、国の算定誤

りがあり、全国の市町村において医療分に係る普通財政調整交付金が過少交

付あるいは過大交付となっていたものでございます。 

これまでに奈良県から受けました説明によりますと、平成１８年度の普通

財政調整交付金の申請から追加されました保険財政共同化事業に係る額の

実績報告にあたり、保険財政共同安定化事業交付金の交付額を用いて算定す

るべきところ、国の説明が誤って、保険財政共同安定化事業の拠出額、いわ

ゆる歳入と歳出の額なんですけれども、これを用いるよう指示されたことが
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原因であると聞いております。これによりまして、本町では、現時点での試

算ではありますが、平成１８年度分が２２０万１千円の過少交付となってい

る一方、平成１９年度分が３５万１千円、平成２０年度分が１６万９千円の

過大交付となっているものと見込まれます。 

なお、現在、国において、再交付額及び返還額の確定作業が行われている

ところでございまして、今後、国からその手続きについて詳細な説明がある

と思われているところでございます。ただ、現時点では、過少交付となった

分の追加交付につきましては、平成２２年度の特別調整交付金、そちらをも

って措置されるのではないかという情報を得ているところでございまして、

返還分につきましては、平成２３年度において額の通知のあった確定額のの

ち、予算を編成させていただきまして、返還のほうをさせていただきたいと

考えているところでございます。 

 

 奈良県が割と大きい数字で過少ということだったんです。で、その後、調

べてみますと、斑鳩町では、一番新しい情報では、再交付をされるであろう

という金額が斑鳩町が１５５万４千円という数字を、私はつかんでいるんで

すけれども。これも、人口規模とか全然関係なく、こういう数字があるみた

いなんで、今、ちょっと課長の説明で、拠出額共同安定化事業の関係で言う

たら、高額医療とか、ああいうのんで、その市町村の特徴や、その年度の状

況で影響が出てくるから、この金額のばらつきというのは、ああそうなんか

というふうには思ったんですけれどもね。ただ、斑鳩町が一応、今つかんで

いる数字では１５５万４千円という数字を、ちょっとつかんでいるんですけ

れども、そうしたら、それについては特別調整交付金という形の中で、また

今後、返還していただけると。過大やのうて、返さんないかんのやのうて、

返してもらえるほうやから、まだましかと思いますけれどもね。せやけど、

ちょっとこの流れのなかで、こういう算定ミスがあるって、あったというこ

とが、ちょっと信じられない状況もあります。だから、国のやることでも、

こうやってミスがあるということで、今後も、ややこしいいろんな計算があ

りますけれども、担当課としても、ミスのないように、またきちっとやって

いっていただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 
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 他にありませんか。 

 

  （ な  し ） 

 

次に、（１３）平成２２年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正予算（第３

号）について、理事者の報告を求めます。 佐藤福祉課長。 

 

 それでは、資料１３、平成２２年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正予算

（第３号）につきまして、歳入・歳出総括表（案）により説明いたします。 

 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ４，９６９万４千円を追加し、予算

総額を１６億８，７１２万７千円とするものでございます。  

補正の主な内容といたしまして、最終的な介護給付総額を推計するにあた

り、現在の予算額を上回る見込みでありますことから、まず歳入につきまし

ては、給付額に対する法令にもとづく国・支払基金・県・市町村の負担割合

に応じ、まず第３款 国庫支出金で１，２９０万８千円、第４款 支払基金

交付金で１，９８７万８千円、第５款 県支出金で８６２万６千円、第８款 

繰入金において８２８万２千円のそれぞれ増額補正をお願いするものでご

ざいます。 

 続きまして、歳出でございます。第２款 介護給付費の介護サービス等諸

費の居宅介護サービス給付費で３，３４６万１千円の増額補正、地域密着型

介護サービス給付費で１，４２３万９千円の増額補正、居宅介護サービス計

画給付費で２７５万７千円の増額補正をするものでございます。 

次に、高額サービス諸費の高額介護サービス給付費で９１９万７千円の増

額補正、高額医療合算サービス諸費の高額医療合算介護サービス給付費で、

１２９万６千円の増額補正、次に、特定入所者介護サービス等費の特定入所

者介護サービス費で５３１万円の増額補正をするもので、各サービス合計で

６，６２６万円の増額補正をお願いするものでございます。 

  また第３款基金積立金におきましては、介護サービス給付の増などによ

り、介護保険給付費準備基金積立金で１，６５６万６千円の減額補正をお願

いするものでございます。 
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以上、簡単ではございますが、平成２２年度斑鳩町介護保険事業特別会計

補正予算（第３号）についての説明とさせていただきます。 

よろしく、お願いいたします。 

 

報告が終わりましたので、何か質疑、ご意見があれば、お受けいたします。 

 里川委員。 

 

 ここには出てきてないんですけれども、地域包括支援センターの委託料な

んかにつきましてはね、途中で職員さんが辞められたり、そして、また臨時

職員さんを採用したりということで、人の異動が起こっているというような

状況のなかではね、当然、当初の、あれ委託やから、委託料として払ってい

るかもわかりませんけれども、そのへんの変更の額というのはあるんじゃな

いかなと、委託しててもね。実際にかかっている費用というのがね。そうい

う差額みたいなのは、どういうふうに今後なるのかなと。最終的な精算とい

う形をとっていただけるのかどうか、そのへんちょっと。 

 

 今、委員がおっしゃったように、最終精算でさせていただきます。 

 

他にございませんか。 

 

  （ な   し ） 

 

 以上、各課報告事項については、終わります。 

 続いて、４．その他について、各委員より質疑等があればお受けいたしま

す。 吉野委員。 

 

 １つだけ、敬老会の件なんですけども、終わったあとでアンケートとかと

っておられると思うんですけども、私が高齢者の方に聞きましたら、大衆演

劇も３年続いたと。もうちょっとバラエティがほしいなと聞いたんですけど

も、それなりに各自治体さんから聞きましたら、あれはよかったというもが

ありまして、その中で一番経費がかからなくてもね、いいというのは、例え
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ば奈良県のアマチュアのカラオケのレベルがすごく高いと。その優勝者など

は各地域に出て行って非常に安い交通費だけでいいという方もおられると。

それから、ひとつはこないだ近隣町で私も見たんですけども、チャンバラで

すね、大和侍とかいうチャンバラとかって、これが県外、外国まで出かけて

いって活躍して大変評判がいいと、これもたまたま私、奈良町行きましたら、

この方と出会いまして、せひ要望があれば行かせてもらいたいと。これもま

た交通費程度でよろしいということで聞いております。おそらく大衆演劇さ

んよりは何分の１かなで済むとは、私は思うんですけどもね、来年の話にな

るんですけども、今から考えておいていただきたいなと、老人さんを喜ばせ

る対策を考えてもらえたらと思って要望させていただきます。 

 

 他に、ございませんか。 

 

  （ な   し ） 

 

 それでは、その他についてもこれをもって終わります。 

 以上をもちまして本日の審査案件については全て終了いたしました。 

 なお、本日の委員会報告のまとめについては正副委員長にご一任いただき

たいと思いますがご異議ございませんか。 

 

  （ 異議なし ） 

 

 ありがとうございます。 

 それでは、閉会にあたり町長の挨拶をお受けします。 小城町長。 

 

  （ 町長挨拶 ） 

 

これをもって、厚生常任委員会を閉会いたします。ご苦労様でした。 

 

                （ 午前１１時５５分 閉会 ） 

 


